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神戸市市民福祉調査委員会運営要綱  

平成 12 年４月 18 日  

委 員 会 決 定  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、神戸市市民福祉調査委員会条例（平成 12 年３月条例第

101 号 )第８条の規定に基づき 、神戸市市民福祉調査委員会（以下「委員会」

という ｡）の運営に関し必要な事項について定める。  

（会議）  

第２条  委員会に、次の会議を設置する。  

 (1) 計画策定・検証会議  定数 15 名以内  

 (2) 福祉政策会議     定数 15 名以内  

２  前項に掲げる会議の所掌事務は、別表１に掲げるとおりとする。  

３  会議に属すべき委員及び臨時委員は 、委員長が指名する。ただし、委員長

が互選されるまでの間 、会議の運営上支障がある場合、会議に属すべき委員

又は臨時委員の指名については 、市長が行う。なお 、その際は、委員長決定

時に、改めてその承認をとるものとする。  

４  会議に会長を置き 、又必要があるときは副会長を置くことができる。  

５  会長及び副会長は 、会議に属する委員 及び臨時委員の互選によって定める。 

６  会長は、その会議の会務を総理する。  

７  会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは 、副会長又はあらかじめ会

長の指名する委員及び臨時委員が 、その職務を代理する 。  

８  会議は、会長が招集する。ただし、会長が互選されるまでの間、福祉局長

が召集する。  

９  会議は、会議に属する委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ会議を

開くことができない。  

10 会議には、必要に応じて部会を置くことができる。  

11 前項に定める部会の定数は 、 10名以内とする。  

12 第３項から第９項までの規定は、部会において準用する。この場合におい

て、「会長」とあるのを「部会長」、「副会長」とあるのを「副部会長」とそ

れぞれ読み替える。  

（専門分科会）  

第３条  委員会に、次の専門分科会を設置する。  
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(1) 民生委員審査専門分科会    定数 10 名以内  

(2) 身体障害者福祉専門分科会   定数 15 名以内  

(3) 児童福祉専門分科会      定数 30 名以内  

(4) 精神保健福祉専門分科会    定数 20 名以内  

(5) 市民福祉顕彰選考専門分科会  定数 15 名以内  

(6) 介護保険専門分科会      定数 35 名以内  

(7) 成年後見専門分科会      定数 10 名以内  

２  第２条第３項から 同条第 10項までの規定 の規定は、専門分科会について準

用する。この場合において 、「会議」とあるのを「専門分科会」と、「会長」

とあるのを「分科会長」と 、「副会長」とあるのを「副分科会長」とそれぞ

れ読み替える。  

３  第１項の各号に掲げる専門分科会の委任事務は 、別表２に掲げるとおりと

する。  

４  専門分科会の議事は 、出席 し た委 員 及 び 臨時 委 員の 過 半 数 でこ れ を決 し 、

可否同数のときは、分科会長の決するところによる。  

５  専門分科会で決議された事項は、委員会の決議とみなす。  

（会議等の公開）  

第４条  会議は、これを公開する。ただし、委員会の決議により公開しないこ

とができる。  

２  前項の規定により会議を公開するときは 、開催日時等を市民に事前周知す

るよう努めるものとする。  

３  公開・非公開の会議に関わらず、会議終了後すみやかに会議録又は会議録

要旨（以下「会議録等」という）を作成する。  

４  会議で使用した資料及び前項の規定により作成された会議録等の写しは

公開する。ただし、個人情報等公にしないことが適当と認められる内容が記

録されているものについてはこの限りではない 。  

５  前４項の規定は、第２条に定める会議及び第３条に定める専門分科会に準

用する。  

（関係者の出席）  

第５条  委員長は、必要があると認めるときは、委員会への関係者の出席を求

め、説明又は意見を聴くことがで きる。  

２  前項の規定は、会議及び専門分科会に準用する。この場合 、「委員長」と



あるのを「会長」又は「分科会長」と読み替える。  

（参与）  

第６条  委員会に参与を置く。  

２  参与は、市職員のうちから委員長が指名する。  

３  参与は、会議に出席し 、審議事項に関して意見を述べることができる。  

（代表幹事及び幹事）  

第７条  委員会に代表幹事及び幹事を置く。  

２  代表幹事及び幹事は 、市職員のうちから委員長が指名する。  

３  代表幹事及び幹事は 、委員会等の所掌事務について委員及び臨時委員を補

佐する。  

（庶務）  

第８条  会議の庶務は、福祉局又は教育委員会事務局において処理する。  

２  専門分科会の庶務は、福祉局、健康局又はこども家庭局 において処理する。 

（委任）  

第９条  この要綱に定めるもののほか 、会議及び専門分科会の運営に関し必要

な事項は、会議及び専門分科会が定める。  

 

附  則  

この要綱は、平成 12 年４月１日より施行する。  

附  則  

別 表 は 、 平 成 13年 １ 月 ９ 日 改 正 。 但 し 、 平 成 12年 ６ 月 ７ 日 よ り 施 行 す る 。 

附  則  

別 表 は 、 平 成 13年 ７ 月 18日 改 正 。 同 日 施 行 。  

附  則  

別 表 は 、 平 成 15年 ７ 月 29日 改 正 。 同 日 施 行 。  

附  則  

別 表 は 、 平 成 17年 ４ 月 21日 改 正 。 但 し 、 平 成 17年 ４ 月 １ 日 よ り 施 行 す る 。 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  別 表 は 、 平 成 18年 10月 20日 改 正 。 但 し 、 別 表 ２ ② 及 び ３ ② は 平 成 18

年 ４ 月 １ 日 、 そ の 他 は 平 成 18年 10月 １ 日 よ り 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  



２  障 害 者 自 立 支 援 法 附 則 第 48条 の 規 定 に よ る 精 神 障 害 者 社 会 復 帰 施 設

に つ い て は 、 改 正 前 の 別 表 の ４ ② の 規 定 の 適 用 が あ る も の と す る 。  

附  則  

別 表 は 、 平 成 21年 １ 月 28日 改 正 。 同 日 施 行 。  

附  則  

この要綱は、平成 24 年８月６日より施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 26 年２月７日より施行する。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 27年 12月 21日 よ り 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 31年 １ 月 16日 よ り 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 元 年 12月 26日 よ り 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 11月 ６ 日 よ り 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 １ 月 ６ 日 よ り 施 行 す る 。  

 

 



別  表 １ （ 第 ２ 条 関 係 ）  

会 議 の 所 掌 事 務  

１ ． 計画策定・検証会議  

①市民福祉総合計画の策定に関すること 。  

②市民福祉総合計画 の進行及び成果の検証・評価 に関すること。  

２．福祉政策会議  

①市民福祉の推進に必要な施策の企画・調査 に関すること。  

 



別  表 ２ （ 第 ３ 条 関 係 ）  

専 門 分 科 会 へ の 委 任 事 務  

 

１ ． 民 生 委 員 審 査 専 門 分 科 会  

① 民 生 委 員 の 適 否 の 審 査 に 関 す る こ と 。  

（ 社 会 福 祉 法 第 11条 第 １ 項 ）  

 

２ ． 身 体 障 害 者 福 祉 専 門 分 科 会 （ 社 会 福 祉 法 第 11条 第 １ 項 ）  

① 身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 申 請 に 必 要 な 診 断 書 を 作 成 で き る 医 師 の 指 定 の

審 議 に 関 す る こ と 。  

（ 身 体 障 害 者 福 祉 法 第 15条 第 ２ 項 ）  

②指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）の指定及び取消についての

審議に関すること。  

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第 59 条、

第 68 条）  

③身体障害者の障害程度の審査に関すること。  

（身体障害者福祉法施行令第５条第１項）  

 

３ ． 児 童 福 祉 専 門 分 科 会  

① 児 童 の 施 設 入 所 等 の 措 置 の 決 定 及 び 解 除 に つ い て の 審 議 に 関 す る こ と 。 

（ 児 童 福 祉 法 第 27条 第 ６ 項 及 び 同 法 施 行 令 第 32条 ）  

② 児 童 虐 待 事 案 の 検 討 に 関 す る こ と 。  

③ 映 画 、演 劇 、出 版 物 、玩 具 等 に よ る 児 童 福 祉 の 増 進 又 は 児 童 に 及 ぼ す 悪

影 響 の 防 止 を 目 的 に 、 映 画 等 を 審 査 の う え 、 推 薦 又 は 勧 告 す る こ と 。  

（ 児 童 福 祉 法 第 ８ 条 第 ９ 項 ）  

④ 母 子 父 子 福 祉 資 金 貸 付 金 の 打 ち 切 り の 審 議 に 関 す る こ と 。  

（ 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 施 行 令 第 13条 ）  

⑤ 里 親 の 認 定 に つ い て の 審 議 に 関 す る こ と 。  

（ 児 童 福 祉 法 施 行 令 第 29条 ）  

⑥ 認 可 を 受 け な い 児 童 の た め の 施 設 に 係 る 事 業 の 停 止 又 は 施 設 の 閉 鎖 に

つ い て の 審 議 に 関 す る こ と 。  

（ 児 童 福 祉 法 第 59条 第 ５ 項 ）  



⑦ 児 童 福 祉 施 設 に 係 る 事 業 停 止 に つ い て の 審 議 に 関 す る こ と 。  

（ 児 童 福 祉 法 第 46条 第 ４ 項 ）  

⑧ 家 庭 的 保 育 事 業 等 、乳 児 等 通 園 支 援 事 業（ こ ど も 誰 で も 通 園 制 度 ）及 び

保 育 所 の 認 可 に つ い て の 審 議 に 関 す る こ と 。  

（ 児 童 福 祉 法 第 34条 の 15第 ４ 項 、 第 35条 第 ６ 項 ）  

 

４ ． 精 神 保 健 福 祉 専 門 分 科 会  

① 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 基 準 に 適 合 し な く な っ た 、又 は そ の 運 営 方 法 が そ

の 目 的 遂 行 の た め に 不 適 切 で あ る と 認 め た 指 定 病 院 の 取 消 に つ い て の

審 議 に 関 す る こ と 。  

（ 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 第 19条 の 9第 2項 ）  

②指定自立支援医療機関（精神通院医療）の指定及び取消についての審議に

関すること。  

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第 59 条、

第 68 条）  

③ 精 神 保 健 福 祉 の 調 査 審 議 に 関 す る こ と 。   

 

５ ． 市 民 福 祉 顕 彰 選 考 専 門 分 科 会  

① 市 民 福 祉 顕 彰 の 候 補 者 の 選 考 に 関 す る こ と 。  

（ 神 戸 市 民 の 福 祉 を ま も る 条 例 第 56条 ）  

 

６ ． 介 護 保 険 専 門 分 科 会  

① 介 護 保 険 事 業 計 画 の 進 捗 状 況 等 の 把 握 ・ 点 検 に 関 す る こ と 。  

② 介 護 保 険 事 業 計 画 の 策 定 の た め の 調 査 審 議 に 関 す る こ と 。  

③ 高 齢 者 保 健 福 祉 計 画 の 策 定 の た め の 調 査 審 議 に 関 す る こ と 。  

 

７ ． 成 年 後 見 専 門 分 科 会  

① 成 年 後 見 制 度 の 利 用 促 進 に 関 す る こ と 。  

（ 成 年 後 見 制 度 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 14条 第 ２ 項 ）  

 



 

神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会運営要綱 

平成１２年７月１１日 

分 科 会 決 定 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、神戸市市民福祉調査委員会運営要綱（平成１２年４月１８日決定）第

９条の規定に基づき、神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会（以下「専門分科会」

という。）の運営に関し必要な事項について定める。 

（部会） 

第２条 専門分科会に、次の部会を設置する。 

（1）企画・調査部会 定数１０名以内 

（2）サービス研究会 定数１５名以内 

（3）地域密着型サービス運営委員会 定数１５名以内 

２ 第 1 項の各号に掲げる部会の所掌事務は、別表に掲げるとおりとする。 

３ 部会に属すべき委員及び臨時委員は、分科会長が指名する。 

４ 部会に部会長を置き、部会長は、部会に属する委員及び臨時委員の互選によって定める。 

５ 部会長は、その部会の会務を総理する。 

６ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員及

び臨時委員が､その職務を代理する。 

７ 部会は、部会長が招集する。 

８ 部会は、部会に属する委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開催することが

できない。 

９ 部会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の

決するところによる。 

１０ 部会に必要に応じてワーキンググループを置くことができる。 

（関係者の出席） 

第３条 部会長は、必要があると認めるときは、部会に関係者の出席を求め、説明又は意見

を聴くことができる。 

（代表幹事及び幹事） 

第４条 専門分科会及び部会に代表幹事及び幹事を置く。 

２ 代表幹事及び幹事は、市職員のうちから分科会長が指名する。 

３ 代表幹事及び幹事は、専門分科会及び部会の所掌事務について委員及び臨時委員を補佐す

る。 

（庶務） 

第５条 部会の庶務は、福祉局介護保険課において処理する。 

 



（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営等に関し必要な事項は、部会が定める。 

 附 則 

この要綱は、平成１２年７月１１日より施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成１３年７月１９日より施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成１８年２月１１日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年２月９日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年２月１７日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年２月１０日より施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日より施行する。 

 

別表（第２条関係） 

部会の所掌事務 

 

１ 企画・調査部会 

（1）介護保険事業計画の点検及びそれに必要な調査の実施に関すること 

（2）介護保険事業計画の策定に必要な調査の実施に関すること 

（3）高齢者保健福祉計画の策定に必要な調査の実施に関すること 

（4）新しい介護予防・日常生活支援総合事業の立ち上げ及び円滑な運営に関して必要なこと 

 

２ サービス研究会 

介護サービスの質の向上に関すること 

 

３ 地域密着型サービス運営委員会 

(1) 地域密着型サービスの指定基準に関すること 

(2) 地域密着型サービスの指定、指定拒否及び指定取消に関すること 

 (3) 地域密着型サービスの介護報酬に関すること 

(4) その他、地域密着型サービスの円滑な運営に関して必要と認められること 
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神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会企画・調査部会 

ワーキンググループ設置要綱 

平成２７年５月２８日 

企画・調査部会決定 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会運営要綱（平成１２年

７月１１日決定）第６条の規定に基づき、神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会

企画・調査部会ワーキンググループ（以下「ワーキンググループ」という。）の設置及び運

営に関し必要な事項について定める。 

（ワーキンググループ） 

第２条 新しい介護予防・日常生活支援総合事業の実施に向けて、及び、高齢者虐待対応に

ついて必要な検討を行うため、企画・調査部会に、次のワーキンググループを設置

する。 

（1）総合事業サービスワーキンググループ 定数１０名以内 

（2）ケアマネジメント検討ワーキンググループ 定数１０名以内 

（3）高齢者虐待対応ワーキンググループ 定数１０名以内 

２ 第 1項の各号に掲げるワーキンググループの所掌事務は、別表に掲げるとおりとする。 

３ ワーキンググループに属すべき委員及び臨時委員は、部会長が指名する。 

４ ワーキンググループに座長を置き、座長は、ワーキンググループに属する委員及び臨時委

員の互選によって定める。 

５ 座長は、そのワーキンググループの会務を総理する。 

６ 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する委員及び臨時

委員が､その職務を代理する。 

７ ワーキンググループは、座長が招集する。 

８ ワーキンググループは、ワーキンググループに属する委員及び臨時委員の過半数が出席し

なければ会議を開催することができない。 

（関係者の出席） 

第３条 座長は、必要があると認めるときは、ワーキンググループに関係者の出席を求め、

説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第４条 ワーキンググループの庶務は、福祉局介護保険課及び高齢福祉課において処理する。 

（委任） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、ワーキンググループの運営等に関し必要な事項は、

ワーキンググループが定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年５月２９日より施行する。 
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附 則 

この要綱は、平成２９年８月１０日より施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年１０月１４日より施行する。 

 

別表（第２条関係） 

 

ワーキンググループの所掌事務 

 

１ 総合事業サービスワーキンググループ 

（1）総合事業で実施するサービスの基準、単価、利用者負担等の検討に関すること 

（2）その他、総合事業の立ち上げ及び円滑な運営に関して必要と認められること 

 

 

２ ケアマネジメント検討ワーキンググループ 

（1）総合事業で実施する介護予防ケアマネジメントに必要なプロセス、アセスメントツール、

様式等の検討に関すること 

（2）その他、総合事業で実施する介護予防ケアマネジメントに関して必要と認められること 

 

 

３ 高齢者虐待対応ワーキンググループ 

（1）各区高齢者虐待防止ネットワーク事業で出された課題から全市レベルの課題を把握し、

対応する体制を整えること 

（2）市マニュアルの改訂に関すること 

（3）重篤な高齢者虐待事案等の事後検証に関すること 

（4）その他、高齢者虐待対応に関して必要と認められること 
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令和 8年 1月 

介 護 保 険 課 

令和 8年 1月 5日 

(国保連合会の令和 7 年 11 月審査

分までの給付実績情報等に基づき、 

令和 7 年 9 月末までの状況をとり

まとめたもの) 



１．高齢化の状況

12年4月末 31年3月末 02年3月末 03年3月末 04年3月末 05年3月末 06年3月末 07年3月末 07年9月末

1,508,944人 1,532,857人 1,529,092人 1,521,615人 1,510,704人 1,503,386人 1,494,661人 1,487,741人 1,487,746人

(100) (102) (101) (101) (100) (100) (99) (99) (99)

249,658人 427,683人 430,818人 432,999人 433,564人 433,448人 434,595人 434,769人 435,145人

(100) (171) (173) (173) (174) (174) (174) (174) (174)

153,875人 209,672人 208,193人 209,363人 205,229人 194,834人 186,330人 179,350人 177,322人

(100) (136) (135) (136) (133) (127) (121) (117) (115)

95,783人 218,011人 222,625人 223,636人 228,335人 238,614人 248,265人 255,419人 257,823人

(100) (228) (232) (233) (238) (249) (259) (267) (269)

529,848人 520,017人 520,376人 520,398人 519,906人 519,760人 518,357人 516,411人 516,677人

(100) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (97) (98)

16.5% 27.9% 28.2% 28.5% 28.7% 28.8% 29.1% 29.2% 29.2%

注１　神戸市人口は、「住民基本台帳＋外国人登録」記載の人数に基づく

注２　第1号被保険者数には、市外の介護保険施設に入所している住所地特例者の人数を含む

注３　第2号被保険者数は、「住民基本台帳＋外国人登録」に記載する40歳～64歳までの人数

注４　（　）は、平成12年4月末時点を100とした場合の指数

令和7年9月末現在 【単位：人】

東灘区 灘区 中央区 兵庫区 北区 長田区 須磨区 垂水区 西区 合計

210,054 131,970 142,224 110,861 206,002 94,461 153,541 209,268 229,365 1,487,746

54,570 33,896 32,685 29,495 67,254 30,706 51,210 64,801 70,528 435,145

65歳～74歳 22,868 13,627 13,706 11,468 26,640 11,633 19,598 25,158 32,624 177,322

75歳～ 31,702 20,269 18,979 18,027 40,614 19,073 31,612 39,643 37,904 257,823

26.0% 25.7% 23.0% 26.6% 32.6% 32.5% 33.4% 31.0% 30.7% 29.2%

第1号被保険者数

介護保険の実施状況（平成12年4月～令和7年9月）

（全市）

神戸市人口

第1号被保険者数

第1号被保険者数/
区別人口（%）

（行政区別）

65歳～74歳

75歳～

第2号被保険者数

区別人口

第1号被保険者数／神戸市人口

0

50千人

100千人

150千人

200千人

250千人

300千人

350千人

400千人

450千人

500千人

後期（75歳～）第１号被保険者数

前期（65歳～74歳）第１号被保険者数
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２．要介護認定等の状況

（１）要介護認定の申請、基本チェックリストの実施状況

11年度中 12年4月 31年3月 02年3月 03年3月 04年3月 05年3月 06年3月 07年3月 07年9月

29,455人 1,843人 7,183人 6,337人 6,307人 7,140人 6,904人 6,104人 6,654人 6,584人

うち新規申請 1,660人 1,749人 1,507人 1,982人 1,971人 2,095人 2,051人 1,937人 1,817人

－ － 36人 68人 91人 76人 88人 78人 147人 105人

うち新規実施 － － 36人 68人 80人 62人 76人 69人 132人 87人

注１　基本チェックリスト実施人数には、要介護認定申請と同時に行い、要介護認定を受けた方を含む。

新規申請者に対する判定結果 （令和7年9月に判定結果が出たもの）

区 分 非該当 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合 計

人 数 84人 550人 354人 278人 119人 75人 92人 72人 1,624人

新規基本チェックリスト実施者に対する判定結果 （令和7年9月に判定結果が出たもの）

非該当 該当

事業対象者 1人 85人

要介護等認定
申請者数

基本チェック
リスト実施人数

1,660件

988件

1,361件

1,411件

1,511件

1,584件

1,597件
1,657件

1,589件

1,758件

1,767件

1,822件

1,814件

1,749件

1,507件

1,982件

1,971件

2,095件 2,051件

1,937件

1,817件

800件

1,000件

1,200件

1,400件

1,600件

1,800件

2,000件

2,200件

(新規申請件数）
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（２）要介護認定者数・事業対象者数の推移

12年4月末 31年3月末 02年3月末 03年3月末 04年3月末 05年3月末 06年3月末 07年3月末 07年9月末

26,040人 89,072人 91,144人 91,755人 93,163人 94,126人 96,146人 98,153人 99,401人

(100) (342) (350) (352) (358) (361) (369) (377) (382)

[100%] [100%] [100%] [100%] [100%] [100%] [100%] [100%] [100%]

3,445人 18,417人 18,280人 18,368人 19,017人 19,474人 20,095人 20,800人 20,858人

(100) (535) (531) (533) (552) (565) (583) (604) (605)

[13.2%] [20.7%] [20.1%] [20.0%] [20.4%] [20.7%] [20.9%] [21.2%] [21.0%]

－ 17,613人 18,561人 18,018人 18,008人 18,469人 18,982人 19,711人 20,018人

－ [19.8%] [20.4%] [19.6%] [19.3%] [19.6%] [19.7%] [20.1%] [20.1%]

7,151人 13,491人 14,069人 15,145人 15,506人 15,799人 16,277人 16,557人 16,828人

(100) (189) (197) (212) (217) (221) (228) (232) (235)

[27.5%] [15.1%] [15.4%] [16.5%] [16.6%] [16.8%] [16.9%] [16.9%] [16.9%]

5,088人 12,767人 12,969人 12,765人 12,549人 12,367人 12,514人 12,948人 13,057人

(100) (251) (255) (251) (247) (243) (246) (254) (257)

[19.5%] [14.3%] [14.2%] [13.9%] [13.5%] [13.1%] [13.0%] [13.2%] [13.1%]

3,782人 10,174人 10,328人 10,450人 10,573人 10,355人 10,395人 10,532人 10,711人

(100) (269) (273) (276) (280) (274) (275) (278) (283)

[14.5%] [11.4%] [11.3%] [11.4%] [11.3%] [11.0%] [10.8%] [10.7%] [10.8%]

3,551人 9,535人 9,850人 10,251人 10,552人 10,704人 10,901人 11,015人 11,120人

(100) (269) (277) (289) (297) (301) (307) (310) (313)

[13.6%] [10.7%] [10.8%] [11.2%] [11.3%] [11.4%] [11.3%] [11.2%] [11.2%]

3,023人 7,075人 7,087人 6,758人 6,958人 6,958人 6,982人 6,590人 6,809人

(100) (234) (234) (224) (230) (230) (231) (218) (225)

[11.6%] [7.9%] [7.8%] [7.4%] [7.5%] [7.4%] [7.3%] [6.7%] [6.9%]

25,312人 87,540人 89,599人 90,217人 91,636人 92,635人 94,641人 96,643人 97,848人

728人 1,532人 1,545人 1,538人 1,527人 1,491人 1,505人 1,510人 1,553人

10.1% 20.5% 20.8% 20.8% 21.1% 21.4% 21.8% 22.2% 22.5%

※（　）は、平成12年4月末時点を100とした場合の指数

　〔　〕は、構成比（端数整理の関係で合計が100%にならないことがある。）

29年4月末 31年3月末 02年3月末 03年3月末 04年3月末 05年3月末 06年3月末 07年3月末 07年9月末

51人 1,147人 1,231人 1,281人 1,317人 1,475人 1,546人 1,671人 1,772人

(100) (2,249) (2,414) (2,512) (2,582) (2,892) (3,031) (3,276) (3,475)

－ 0.27% 0.29% 0.30% 0.30% 0.34% 0.36% 0.38% 0.41%

※（　）は、平成29年4月末時点を100とした場合の指数

要介護等認定者数

要支援１

要支援２

要介護１

要介護３

要介護４

要介護５

要介護２

第1号被保険者中の
事業対象者割合(%)

第1号被保険者中の
認定者割合(%)

事業対象者数

うち第2号被保険者

うち第1号被保険者
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３．介護保険サービスの利用状況

（１）サービス利用者数等の推移

12年4月 31年3月 02年3月 03年03月 04年3月 05年3月 06年3月 07年3月 07年9月

13,767人 61,027人 62,142人 63,713人 64,277人 65,846人 67,087人 68,460人 69,785人

(100) (443) (451) (463) (467) (478) (487) (497) (507)

（うち総合事業） － 21,863人 21,080人 20,997人 20,733人 21,882人 22,572人 22,691人 22,998人

6,899人 10,152人 10,404人 10,301人 10,461人 10,603人 10,781人 10,947人 10,943人

(100) (147) (151) (149) (152) (154) (156) (159) (159)

167人 354人 354人 300人 318人 380人 351人 319人 334人

(100) (212) (212) (180) (190) (228) (210) (191) (200)

20,499人 70,825人 72,192人 73,714人 74,420人 76,069人 77,517人 79,088人 80,394人

(100) (346) (352) (360) (363) (371) (378) (386) (392)

26,040人 89,072人 91,144人 91,755人 93,163人 94,126人 96,146人 98,153人 99,401人

－ 1,147人 1,231人 1,281人 1,317人 1,475人 1,546人 1,671人 1,772人

78.7% 78.5% 78.2% 79.2% 78.8% 79.6% 79.3% 79.2% 79.5%

注１　兵庫県国保連合会給付実績情報等において、令和7年11月審査分までのデータに基づき作成したもので、

　　　月遅れ請求の存在等により、今後も変動する。

注２　「(C)重複分」は、同じ月内に在宅サービスと施設サービスの両方を利用した者の人数

注３　「総合事業」は、介護予防訪問サービス、生活支援訪問サービス、介護予防通所サービスを利用した者の人数

注４　（　）は、平成12年4月分を100とした場合の指数

（２）要介護度別サービス利用者の状況　

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 事業対象者

13,451人 15,459人 13,586人 10,606人 6,654人 5,611人 3,361人 68,728人 －

19.6% 22.5% 19.8% 15.4% 9.7% 8.2% 4.9% 100.0% －

（うち総合事業） 9,991人 11,950人 0人 0人 0人 0人 0人 21,941人 1,057人

0人 0人 540人 1,194人 2,966人 3,957人 2,286人 10,943人 －

0.0% 0.0% 4.9% 10.9% 27.1% 36.2% 20.9% 100.0% －

0人 0人 35人 64人 100人 88人 47人 334人 －

0.0% 0.0% 10.5% 19.2% 29.9% 26.3% 14.1% 100.0% －

13,451人 15,459人 14,091人 11,736人 9,520人 9,480人 5,600人 79,337人 1,057人

17.0% 19.5% 17.8% 14.8% 12.0% 11.9% 7.1% 100.0% 100.0%

20,858人 20,018人 16,828人 13,057人 10,711人 11,120人 6,809人 99,401人 －

－ － － － － － － － 1,772人

64.5% 77.2% 83.7% 89.9% 88.9% 85.3% 82.2% 79.8% 59.7%

注１　兵庫県国保連合会給付実績情報等において、令和7年11月審査分までのデータに基づき作成したもので、

　　　月遅れ請求の存在等により、今後も変動する。

注２　「(C)重複分」は、同じ月内に在宅サービスと施設サービスの両方を利用した者の人数

注３　「総合事業」は、介護予防訪問サービス、生活支援訪問サービス、介護予防通所サービスを利用した者の人数

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数

 (ａ) 在宅サービス

 (ｂ) 施設サービス

 (ｃ) 重複分

 (ｄ) 実　数

(ａ)+(ｂ)-(ｃ)

サービス利用率
(ｄ)÷((ｅ)+(ｆ))

 (ｅ) 要介護認定者数

 (ｆ) 事業対象者数

サービス利用率
(ｄ)÷((ｅ)+(ｆ))

令和7年9月分

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数

 (ａ) 在宅サービス

構成割合

 (ｂ) 施設サービス

構成割合

 (ｃ) 重複分

構成割合

 (ｄ) 実　数
  (ａ)＋(ｂ)ー(ｃ)

構成割合

　(ｅ) 要介護認定者数

　(ｆ) 事業対象者数
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（３）サービス毎の利用状況と推移

①（在宅サービス）

12年4月 31年3月 02年3月 03年03月 04年03月 05年3月 06年3月 07年3月 07年9月

6,593人 13,567人 13,616人 13,757人 13,865人 13,786人 13,657人 13,589人 13,923人

(100) (206) (207) (209) (210) (209) (207) (206) (211)

（総合事業含） － 24,840人 24,847人 24,586人 24,456人 24,387人 24,046人 23,578人 23,950人

1,439人 － － － － － － － －

(100) － － － － － － － －

780人 840人 825人 958人 950人 933人 880人 885人 903人

(100) (108) (106) (123) (122) (120) (113) (113) (116)

2,430回 4,252回 4,265回 4,974回 4,921回 4,829回 4,653回 4,419回 4,679回

(100) (175) (176) (205) (203) (199) (191) (182) (193)

3.1回/人 5.1回/人 5.2回/人 5.2回/人 5.2回/人 5.2回/人 5.3回/人 5.0回/人 5.2回/人

0人 10人 5人 9人 6人 11人 9人 8人 5人

－ － － － － － － － －

2,523人 10,651人 11,704人 12,780人 13,632人 14,470人 15,327人 16,196人 16,716人

(100) (422) (464) (507) (540) (574) (607) (642) (663)

12,279回 102,377回 114,822回 135,882回 139,105回 145,146回 144,355回 148,056回 156,947回

(100) (834) (935) (1,107) (1,133) (1,182) (1,176) (1,206) (1,278)

4.9回/人 9.6回/人 9.8回/人 10.6回/人 10.2回/人 10.0回/人 9.4回/人 9.1回/人 9.4回/人

62人 2,716人 3,207人 3,457人 3,723人 4,183人 4,528人 4,811人 4,933人

(100) (4,381) (5,173) (5,576) (6,005) (6,747) (7,303) (7,760) (7,956)

128人 1,572人 1,687人 1,828人 1,876人 1,985人 2,057人 2,082人 2,130人

(100) (1,228) (1,318) (1,428) (1,466) (1,551) (1,607) (1,627) (1,664)

386回 19,298回 20,750回 23,848回 24,000回 26,050回 24,952回 24,777回 26,086回

(100) (4,999) (5,376) (6,178) (6,218) (6,749) (6,464) (6,419) (6,758)

3.0回/人 12.3回/人 12.3回/人 13.0回/人 12.8回/人 13.1回/人 12.1回/人 11.9回/人 12.2回/人

2人 427人 479人 532人 559人 625人 707人 736人 761人

(100) (21,350) (23,950) (26,600) (27,950) (31,250) (35,350) (36,800) (38,050)

2,051人 12,036人 12,647人 14,280人 14,936人 16,026人 16,744人 18,026人 18,817人

(100) (587) (617) (696) (728) (781) (816) (879) (917)

3,034回 19,289回 19,520回 23,527回 24,498回 26,769回 28,686回 32,071回 33,776回

(100) (636) (643) (775) (807) (882) (945) (1,057) (1,113)

1.5回/人 1.6回/人 1.5回/人 1.6回/人 1.6回/人 1.7回/人 1.7回/人 1.8回/人 1.8回/人

74人 1,525人 1,661人 1,883人 1,878人 2,111人 2,246人 2,500人 2,622人

(100) (2,061) (2,245) (2,545) (2,538) (2,853) (3,035) (3,378) (3,543)

535人 29,463人 30,805人 31,959人 33,040人 33,936人 34,581人 35,565人 36,328人

(100) (5,507) (5,758) (5,974) (6,176) (6,343) (6,464) (6,648) (6,790)

1,392品目 106,999品目 113,624品目 120,143品目 126,722品目 131,751品目 135,609品目 141,666品目 145,066品目

(100) (7,687) (8,163) (8,631) (9,104) (9,465) (9,742) (10,177) (10,421)

2.6品目/人 3.6品目/人 3.7品目/人 3.8品目/人 3.8品目/人 3.9品目/人 3.9品目/人 4.0品目/人 4.0品目/人

10人 10,444人 11,157人 11,507人 12,071人 12,872人 13,382人 13,901人 14,154人

(100) (104,440) (111,570) (115,070) (120,710) (128,720) (133,820) (139,010) (141,540)

訪問看護

訪問介護

うち介護予防サービス
（要支援者に対する

  サービス）

訪問入浴介護

うち介護予防サービス
（要支援者に対する

  サービス）

うち介護予防サービス
（要支援者に対する

  サービス）

うち介護予防サービス
（要支援者に対する

  サービス）

訪問
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

うち介護予防サービス
（要支援者に対する

  サービス）

居宅療養
管理指導

うち介護予防サービス
（要支援者に対する

  サービス）

福祉用具貸与
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12年4月 31年3月 02年3月 03年03月 04年03月 05年3月 06年3月 07年3月 07年9月

5,536人 15,027人 14,765人 14,475人 14,050人 14,742人 14,947人 14,984人 15,376人

(100) (271) (267) (261) (254) (266) (270) (271) (278)

（総合事業含） － 25,612人 24,608人 24,643人 24,192人 26,023人 27,129人 27,686人 28,347人

899人 － － － － － － － －

(100) － － － － － － － －

1,955人 6,546人 6,388人 6,315人 6,068人 6,331人 6,554人 6,774人 6,874人

(100) (335) (327) (323) (310) (324) (335) (346) (352)

124人 2,359人 2,336人 2,375人 2,307人 2,492人 2,678人 2,786人 2,866人

(100) (1,902) (1,884) (1,915) (1,860) (2,010) (2,160) (2,247) (2,311)

1,345人 3,523人 3,311人 3,177人 3,095人 3,332人 3,360人 3,190人 3,193人

(100) (262) (246) (236) (230) (248) (250) (237) (237)

9,936日 43,288日 42,640日 43,171日 40,887日 42,281日 43,171日 39,696日 39,213日

(100) (436) (429) (434) (412) (426) (434) (400) (395)

7.4日/人 12.3日/人 12.9日/人 13.6日/人 13.2日/人 12.7日/人 12.8日/人 12.4日/人 12.3日/人

22人 114人 94人 89人 97人 105人 113人 113人 100人

(100) (518) (427) (405) (441) (477) (514) (514) (455)

162人 725人 658人 616人 555人 631人 635人 602人 618人

(100) (448) (406) (380) (343) (390) (392) (372) (381)

1,085日 6,356日 6,128日 5,507日 4,924日 5,142日 5,256日 4,698日 4,961日

(100) (586) (565) (508) (454) (474) (484) (433) (457)

6.7日/人 8.8日/人 9.3日/人 8.9日/人 8.9日/人 8.1日/人 8.3日/人 7.8日/人 8.0日/人

2人 17人 14人 12人 10人 11人 10人 11人 14人

(100) (850) (700) (600) (500) (550) (500) (550) (700)

217人 4,499人 4,705人 4,823人 4,886人 5,017人 5,163人 5,396人 5,481人

(100) (2,073) (2,168) (2,223) (2,252) (2,312) (2,379) (2,487) (2,526)

21人 1,042人 1,081人 1,067人 1,056人 1,066人 1,095人 1,203人 1,219人

(100) (4,962) (5,148) (5,081) (5,029) (5,076) (5,214) (5,729) (5,805)

13,225人 42,249人 43,649人 44,950人 45,548人 47,028人 47,911人 48,644人 49,747人

(100) (319) (330) (340) (344) (356) (362) (368) (376)

2,272人 － － － － － － － －

(100) － － － － － － － －

－ 13,574人 14,464人 15,042人 15,419人 16,607人 17,404人 17,973人 18,348人

－ (597) (637) (662) (679) (731) (766) (791) (808)

注１　兵庫県国保連合会給付実績情報等において、令和7年11月審査分までのデータに基づき作成したもので、

　　　月遅れ請求の存在等により、今後も変動する。

注２　（　）は、平成12年4月分を100とした場合の指数

注３　「訪問介護」欄の「(総合事業含)」欄は、居宅サービスの「訪問介護」に総合事業の「介護予防訪問サービス」と

　　　「生活支援訪問サービス」を加えた人数

注４　「通所介護」欄の「(総合事業含)」欄は、居宅サービスの「通所介護」に総合事業の「介護予防通所サービス」を加えた人数

短期入所
生活介護

通所介護

うち介護予防サービス
（要支援者に対する

  サービス）

通所
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

うち介護予防サービス
（要支援者に対する

  サービス）

うち要支援者に対する
サービス

うち介護予防支援

うち介護予防サービス
（要支援者に対する

  サービス）

短期入所
療養介護

うち介護予防サービス
（要支援者に対する

  サービス）

特定施設
入居者生活介護

うち介護予防サービス
（要支援者に対する

  サービス）

居宅介護支援
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12年4月 31年3月 02年3月 03年3月 04年3月 05年3月 06年3月 07年3月 07年9月

定期巡回・随時対
応型訪問介護看護

－ 182人 189人 215人 239人 333人 381人 464人 491人

夜間対応型
訪問介護

－ 1人 1人 2人 2人 3人 4人 4人 4人

認知症対応型
通所介護

－ 538人 558人 582人 536人 581人 598人 568人 550人

小規模多機能型
居宅介護

－ 836人 848人 859人 917人 875人 801人 791人 829人

17人 2,254人 2,456人 2,456人 2,496人 2,575人 2,588人 2,704人 2,730人

(100) (13,259) (14,447) (14,447) (14,682) (15,147) (15,224) (15,906) (16,059)

小規模特別
養護老人ホーム

－ 611人 632人 642人 661人 663人 699人 711人 718人

看護小規模
多機能型居宅介護

－ 154人 211人 248人 256人 292人 301人 320人 333人

　注１　兵庫県国保連合会給付実績情報等において、令和7年11月審査分までのデータに基づき作成したもので、

　　　　月遅れ請求の存在等により、今後も変動する。

　注２　（　）は、平成12年4月分を100とした場合の指数

　②（施設サービス）

12年4月 31年3月 02年3月 03年3月 04年3月 05年3月 06年3月 07年3月 07年9月

4,122人 5,772人 6,200人 6,258人 6,519人 6,662人 6,872人 6,896人 6,893人

(100) (140) (150) (152) (158) (162) (167) (167) (167)

うち小規模特別
養護老人ホーム(再掲) － 611人 632人 642人 661人 663人 699人 711人 718人

1,987人 4,738人 4,761人 4,645人 4,575人 4,584人 4,634人 4,782人 4,785人

(100) (238) (240) (234) (230) (231) (233) (241) (241)

842人 282人 102人 76人 66人 70人 0人 0人 0人

(100) (33) (12) (9) (8) (8) (0) (0) (0)

9人 207人 339人 375人 366人 450人 440人 444人

(100) (164) (181) (177) (217) (213) (131)

　注１　兵庫県国保連合会給付実績情報等において、令和7年11月審査分までのデータに基づき作成したもので、

　　　　月遅れ請求の存在等により、今後も変動する。

　注２　（　）は、平成12年4月分を100とした場合の指数

　　　　「介護医療院」は、平成30年10月より開始。（　）は、令和2年3月分を100とした場合の指数

　注３　平成12年4月分の老人保健施設の利用者数は、老人保健施設のショートステイの利用者数を含む

　注４　介護療養型医療施設は令和6年3月末で終了

　③（住宅改修及び福祉用具購入）

12年度 30年度 元年度 02年度 03年度 04年度 05年度 06年度
07年度

4月～9月末

2,185件 7,353件 7,276件 6,829件 6,800件 6,835件 6,865件 7,170件 3,536件

(100) (337) (333) (313) (311) (313) (314) (328) (162)

3,395件 6,240件 6,362件 6,608件 6,383件 6,486件 6,398件 7,146件 3,225件

(100) (184) (187) (195) (188) (191) (188) (210) (95)

　注１　年度区分は支給決定月に基づく(利用年度ではない）

　注２　（　）は、平成12年度を100とした場合の指数

住宅改修

福祉用具購入

認知症対応型
共同生活介護

特別養護
老人ホーム

介護老人
保健施設

介護療養型
医療施設

介護医療院 －
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　④（市町村特別給付）

20年度 30年度 元年度 02年度 03年度 04年度 05年度 06年度
07年度

3月～8月

ミドルステイ 21件 3件 4件 18件 5件 0件 1件 3件 0件

緊急ショートステイ 0件 2件 1件 1件 0件 0件 0件 0件 0件

緊急一時保護 － 3件 1件 0件 3件 0件 0件 2件 2件

災害時ショートステイ － － － － 1件 4件 0件 0件 0件

　注１　3月～翌年2月分の利用実績

　⑤（総合事業）

29年4月 30年3月 02年3月 03年3月 04年3月 05年3月 06年3月 07年3月 07年9月

635人 10,646人 9,174人 8,775人 8,360人 8,217人 8,029人 7,710人 7,796人

(100) (1,677) (1,445) (1,382) (1,317) (1,294) (1,264) (1,214) (1,228)

80人 506人 2,057人 2,054人 2,231人 2,384人 2,360人 2,279人 2,231人

(100) (633) (2,571) (2,568) (2,789) (2,980) (2,950) (2,849) (2,789)

0人 9人 56人 57人 37人 56人 57人 66人 78人

－ (100) (622) (633) (411) (622) (633) (733) (867)

542人 9,677人 9,843人 10,168人 10,142人 11,281人 12,182人 12,702人 12,971人

(100) (1,785) (1,816) (1,876) (1,871) (2,081) (2,248) (2,344) (2,393)

－ 70人 － － － － － － －

－ － － － － － － － －

－ － 116人 90人 148人 165人 115人 225人 233人

－ － (100) (78) (128) (142) (99) (194) (201)

　注１ 「介護予防訪問サービス」「生活支援訪問サービス」「介護予防通所サービス」については、兵庫県国保連合会給付実績情報等を

　　　　令和7年11月審査分までのデータに基づき作成したもので、月遅れ請求の存在等により、今後も変動する。

　注２　（　）は、平成29年4月分を100とした場合の指数

　　　　「住民主体訪問サービス」の（　）は、平成30年3月分を100とした場合の指数

　　　　「フレイル改善通所サービス」は、平成30年10月より開始。（　）は、令和2年3月分を100とした場合の指数

　注３　「短期集中通所サービス」は、平成29年7月より開始。平成30年12月終了

フレイル改善
通所サービス

介護予防
訪問サービス

生活支援
訪問サービス

住民主体
訪問サービス

介護予防
通所サービス

短期集中
通所サービス
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４．在宅サービスの種類別利用状況

（１）サービス種類別利用人数の推移

（２）サービス種類別利用者割合（各サービス利用者数／在宅サービス利用者総数）

令和7年9月利用分

※通所介護、訪問介護は総合事業分も含む

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハ

通所介護

通所リハ

短期入所生活介護

短期入所療養介護

居宅療養管理指導

福祉用具貸与

-1千人

1千人

3千人

5千人

7千人

9千人

11千人

13千人

15千人

17千人

19千人

21千人

23千人

25千人

27千人

29千人

31千人

33千人

35千人

37千人

訪問介護 訪問入浴介護

訪問看護 訪問リハ

通所介護 通所リハ

短期入所生活介護 短期入所療養介護

居宅療養管理指導 福祉用具貸与

0.9%

1.3%

3.1%

4.6%

9.9%

24.0%

27.0%

34.3%

40.6%

52.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%

短期入所療養介護

訪問入浴介護

訪問リハ

短期入所生活介護

通所リハ

訪問看護

居宅療養管理指導

訪問介護

通所介護

福祉用具貸与
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（３）要介護度別サービス利用者割合

　　（各サービスの利用者数／在宅サービス利用者総数） 令和7年9月利用分

（４）要介護度別支給限度額に対する利用割合の推移

令和7年9月利用分

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 全 体

利用率 46.3% 39.7% 51.9% 62.4% 67.1% 71.5% 79.8% 59.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

訪問介護

福祉用具

通所介護

居宅療養管理指導

訪問看護

通所リハ

短期入所生活介護

訪問リハ

訪問入浴

短期入所療養介護

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

経過的

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５
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５．指定事業者等・定員数の推移等

　①（在宅サービス）

12年3月 31年3月 02年3月 03年3月 04年3月 05年3月 06年3月 07年3月 07年9月

 訪問介護 事業所数 48 588 584 581 586 601 604 611 603

 介護予防訪問介護 事業所数 － － － － － － － － －

 介護予防訪問
 サービス

事業所数 － 544 541 538 536 550 553 557 549

 生活支援訪問
 サービス

事業所数 － 304 308 315 325 336 290 312 305

 住民主体訪問
 サービス

実施団体数 － 6 6 5 5 5 5 5 5

 訪問入浴介護 事業所数 4 14 14 13 14 14 14 14 14

 訪問看護 事業所数 60 195 201 221 242 262 284 316 318

 訪問リハビリ
 テーション

事業所数 － 19 22 22 28 29 29 30 32

 福祉用具貸与 事業所数 10 102 101 100 98 100 104 102 100

 特定福祉用具販売 事業所数 － 96 97 95 95 96 101 97 96

事業所数 58 456 455 464 464 465 461 466 460

定員数
(人)

1,250 10,690 10,702 11,114 11,130 11,231 11,192 11,286 11,113

事業所数 － 211 208 211 211 211 209 212 210

定員数
(人)

－ 2,685 2,653 2,914 2,945 2,990 2,953 3,002 2,984

 介護予防通所介護 事業所数 － － － － － － － － －

 介護予防通所
 サービス

事業所数 － 425 421 436 436 436 431 444 439

 通所リハビリ
 テーション

事業所数 19 849 924 984 1,052 1,104 1,131 1,189 1,229

事業所数 41 109 114 117 119 122 126 126 125

定員数
(人)

748 1,553 1,589 1,602 1,600 1,610 1,638 1,578 1,518

 短期入所療養介護 事業所数 19 96 95 94 91 92 91 90 91

施設数 1 123 125 131 134 137 137 140 142

定員数
(人)

8 2,379 2,457 2,610 2,673 2,764 2,763 2,870 2,931

施設数 6 103 107 109 110 113 114 117 117

定員数
(人)

1,081 8,578 8,836 8,982 9,064 9,314 9,658 9,878 9,819

 居宅介護支援 事業所数 276 476 470 448 422 423 410 406 403

 介護予防支援 事業所数 － 76 76 76 76 76 76 149 159

　注１　社会福祉・医療事業団「WAM　NET」指定事業者情報提供システム等に基づき作成（平成24年3月迄）（※休止中の事業所を除く）

　注２　訪問看護は訪問看護ステーションのみ

　注３　通所リハビリテーション、短期入所療養介護は病院、診療所を含む。但し、平成12年3月分については老人保健施設のみ

　注４　短期入所生活介護の定員数は専用床のみ

　注５　平成28年度より地域密着型通所介護の項目を追加

　注６　平成29年度より総合事業の項目を追加

　注７　令和6年度より訪問リハビリステーションは老人保健施設・介護医療院を含む。（みなし指定に変更）

　注8　令和6年度より指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実施。

 特定施設入居者
 生活介護

 通所介護

 うち
 地域密着型通所介護

 短期入所生活介護

 認知症対応型
 共同生活介護
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12年3月 31年3月 02年3月 03年3月 04年3月 05年3月 06年3月 07年3月 07年9月

 定期巡回･随時対応型
 訪問介護看護

事業所数 － 13 14 16 18 19 24 28 27

 夜間対応型
 訪問介護

事業所数 － 1 1 1 3 3 2 2 2

 看護小規模
 多機能型居宅介護

事業所数 － 9 11 13 13 15 15 16 16

事業所数 － 46 45 45 47 46 41 41 42

定員数
(人)

－ 1,226 1,201 1,220 1,276 1,262 1,126 1,123 1,159

事業所数 － 27 26 26 27 27 28 29 29

定員数
(人)

－ 680 670 673 693 702 722 750 750

事業所数 － 28 29 31 31 32 31 32 30

定員数
(人)

－ 335 347 356 356 362 359 371 355

　注１　社会福祉・医療事業団「WAM　NET」指定事業者情報提供システム等に基づき作成（平成24年3月迄）（※休止中の事業所を除く）

　注２　訪問看護は訪問看護ステーションのみ

　注３　通所リハビリテーション、短期入所療養介護は病院、診療所を含む。但し、平成12年3月分については老人保健施設のみ

　注４　短期入所生活介護の定員数は専用床のみ

　注５　平成28年度より地域密着型通所介護の項目を追加

　②（施設サービス）

12年3月 31年3月 02年3月 03年3月 04年3月 05年3月 06年3月 07年3月 07年9月

施設数 47 108 113 118 121 123 125 126 126

定員数
(人)

3,310 6,161 6,594 6,959 7,231 7,439 7,615 7,656 7,656

施設数 － 26 26 27 28 28 28 29 29

定員数
(人)

－ 660 679 699 728 728 722 750 750

施設数 19 63 63 63 63 65 65 65 65

定員数
(人)

1,757 5,431 5,461 5,461 5,461 5,605 5,605 5,653 5,653

施設数 － 1 1 0 0 0 0 0 0

定員数
(人)

－ 90 90 0 0 0 0 0 0

施設数 － 7 4 3 2 2 1 － －

定員数
(人)

－ 305 97 81 70 70 10 － －

施設数 － 1 2 5 6 6 7 7 7

定員数
(人)

－ 18 197 365 377 377 463 463 463

施設数 66 180 183 189 192 196 198 198 198

定員数
(人)

5,067 12,005 12,439 12,866 13,139 13,491 13,693 13,772 13,772

　注１　介護老人福祉施設に地域密着型介護老人福祉施設（再掲）を含む（平成18年度から）

　注3　介護療養型老健施設→療養強化型老健施設に名称変更（平成28年3月より）

　注4　介護療養型医療施設は令和6年3月末で終了

 小規模多機能型
 居宅介護

 地域密着型
 介護老人福祉施設
 入所者生活介護

 認知症対応型
 通所介護

施設合計

　注２　旧一部ユニット型施設については、平成23年9月1日以降に指定、許可の更新があった施設について、ユニット型施設および
　　　　従来型施設をそれぞれ別施設として計上（平成27年3月より）

介護老人福祉施設

うち地域密着型
介護老人福祉施設

介護老人保健施設

療養強化型老健施設

介護療養型医療施設

介護医療院
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　③（あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター）の相談対応状況）

30年度 元年度 02年度 03年度 04年度 05年度 06年度
07年度

4月～9月

370,354 427,124 373,478 358,614 369,372 369,812 369,204 180,204

101,682 122,264 120,138 127,561 135,280 138,650 138,839 69,342

12,716 11,739 14,395 12,355 11,016 10,989 11,710 5,810

26,210 28,852 32,993 33,869 34,119 33,071 33,613 15,404

40,071 41,600 44,265 43,684 46,791 46,459 39,410 20,919

551,033 631,579 585,269 576,083 596,578 598,981 592,776 291,679

 ※ 具体的な業務

　令和元年度より介護予防ケアマネジメントにかかるモニタリングやサービス担当者会議の実施回数を計上するよう変更した。

　参考（サービス付高齢者向け住宅）

30年3月 31年3月 02年3月 03年3月 04年3月 05年03月 06年03月 07年3月 07年9月

件数 93 92 99 111 116 119 118 121 124

戸数 3,444 3,458 3,726 4,354 4,526 4,810 4,826 5,016 5,197

件数 1 3 4 5 6 7 7 9 9

戸数 70 186 241 321 403 499 495 675 675

　注１　サービス付高齢者向け住宅の件数・戸数については平成29年3月分より掲載

サービス付
高齢者向け住宅

うち特定施設
入居者生活介護施設

計

　介護予防ケアマネジメント：要支援１・２及び特定高齢者の方を対象とする介護予防サービスと介護や支援が必要になる
　おそれのある方を対象とするサービスの適切な実施のために、ケアプランの作成を行う。

　総合相談支援：高齢者やその家族、地域住民から様々な相談を受け、また、高齢者を個別訪問などして、必要な支援を
　把握し、適切なサービス利用の調整を行う。

　権利擁護支援：高齢者虐待の対応、悪質な訪問販売等による消費者被害の防止、成年後見制度の活用を支援するなどにより、
　高齢者の権利を擁護する。

　包括的・継続的ケアマネジメント支援：高齢者の心身の状態やその変化に合わせて、必要なサービスが提供されるように
　ケアマネジャーへの助言・指導や医療機関など関係機関との調整を行う。

 その他(要介護(要支援)認定の
 申請代行等)

業　務

 介護予防ケアマネジメント

 総合相談支援

 権利擁護支援

 包括的・継続的ケアマネジメント支援
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６．介護給付費の支払状況

12年
4月分

12年度
合計

03年
3月分

03年度
合計

(対前年
比増)

04年
3月分

04年度
合計

(対前年
比増)

05年
3月分

05年度
合計

(対前年
比増)

06年
3月分

06年度
合計

(対前年
比増)

07年
3月分

07年
3月～9月

790 12,467 7,596 89,942 7,643 92,272 8,017 95,318 8,005 98,228 8,312 59,010

(3.6%) (2.6%) (3.3%) (3.1%)

うち総合事業 － － 520 6,248 509 6,401 545 6,700 561 6,744 565 3,958

1,871 24,360 3,423 40,412 3,427 40,823 3,503 42,144 3,590 44,044 3,762 26,008

(0.4%) (1.0%) (3.2%) (4.5%)

2,661 36,827 11,019 130,354 11,070 133,095 11,520 137,462 11,595 142,272 12,074 85,018

(2.6%) (2.1%) (3.3%) (3.5%)

注１　兵庫県国保連合会に対する支払い実績を集計したもの

注２　福祉用具購入費、住宅改修費等償還払い、高額介護サービス費（公費負担分等）を除く

注３　各年度合計については、平成12年度は4月～2月分(11か月分)の合計であり、平成13年度からは3月～2月分(12か月分)の合計

注４　「総合事業」は、介護予防訪問サービス、生活支援訪問サービス、介護予防通所サービスのみ

【単位：百万円】

サービス
提供月

在宅サービス

施設サービス

合　計

29.7%

57.2%

58.1%

60.1%

61.7%

62.8%

64.1%

65.0%

66.1%

66.9%

67.8%

68.7%

68.7%

68.0%

68.9%

69.0%

69.6%

69.8%

68.8%

69.7%

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

55%

65%

75%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

(百万円)

在宅サービス 施設サービス 在宅割合
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７．保険料の収納状況等

（１）介護保険料収納状況

【単位：千円】

12年度 元年度 02年度 03年度 04年度 05年度 06年度
07年

4月～9月

調定額 1,887,226 26,340,166 25,462,028 26,004,657 26,265,048 26,131,609 27,970,595 14,140,513

収納額
（年金引去）

1,887,226 26,340,166 25,462,028 26,004,657 26,265,048 26,131,609 27,970,595 14,140,513

収納率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

調定額 512,455 2,739,853 2,735,970 3,051,161 3,024,820 2,796,114 3,608,787 1,515,004

収納額 470,921 2,452,190 2,498,311 2,806,146 2,790,431 2,593,963 3,073,647 1,065,266

収納率 91.90% 89.50% 91.31% 91.97% 92.25% 92.77% 85.17% 70.31%

調定額 2,399,681 29,080,019 28,197,998 29,055,818 29,289,868 28,927,723 31,579,382 15,655,517

収納額 2,358,147 28,792,356 27,960,339 28,810,803 29,055,479 28,725,572 31,044,242 15,205,779

収納率 98.27% 99.01% 99.16% 99.16% 99.20% 99.30% 98.31% 97.13%

　※ 還付未済額を除く

（２）保険料減免の状況

12年度 元年度 02年度 03年度 04年度 05年度 06年度
07年

4月～9月

2,590件 1,466件 1,334件 1,195件 1,144件 1,060件 974件 872件

324件 198件 3,743件 1,038件 605件 324件 355件 222件

0件 20件 21件 11件 26件 24件 21件 13件

4件 28件 17件 30件 30件 36件 30件 12件

539件 0件 0件 1件 1件 0件 0件 0件

 ※ 実績は減免決定件数　

　  ① 平成18年度からは、保険料段階が第３段階も対象。ただし、平成18年度からの保険料段階 新２段階の設定により対象者は減少

　  ⑤ 平成18年度から、保険料段階の第３段階が対象のため対象者は減少

②失業等により、ご本人やご家族の
所得が前年に比べて、半分以下に減
少する方のうちの一定の方

③災害により、住宅、家財に５割以
上の被害を受けた方のうち一定の方

④刑事施設等への収監（２か月を超
える場合）により、サービスを受け
ることができなくなる方

⑤保険料段階が第３段階の方のうち
「市在日外国人等福祉給付金を受給
している方（職権適用分）

特別徴収

普通徴収

合　計

減免の対象となる方

①保険料段階が第１段階・第２段
階・第３段階の方のうち、収入が少
なく生活が著しく困窮している方
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（３）利用料軽減措置の状況

12年度 元年度 02年度 03年度 04年度 05年度 06年度
07年

4月～9月

延28,959件 延275,666件 延287,889件 延290,963件 延294,786件 延302,826件 延312,399件 延158,226件

5,523件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

3,701件 29件 24件 13件 8件 6件 3件 3件

3,701件 － － － － － － －

2,775件 － － － － － － －

－ 13,389件 13,717件 12,226件 12,483件 12,382件 12,248件 10,408件

660件 683件 699件 688件 700件 789件 814件 652件

－ 2人 2人 2人 2人 2人 2人 2人

　※ ①について、平成12～20年度までは償還払い分のみ。平成21年度より現物給付分（生活保護の被保護者）の件数を含む

　※ ②について、平成17年6月で障害者施策分以外の軽減措置が終了。平成20年6月で障害者施策分の軽減措置も終了

　　 障害者施策分の免除措置については引き続き継続

　※ ②～⑦について、件数は認定証発行件数（平成18年度からは、当年7月1日から翌年6月末の件数）

　※ ⑦について、平成17年9月までは対象者の要件が生活困窮者に対する保険料減免と同じであったため、当該保険料減免申請者に対しては、

　 　実際のサービス利用の有無にかかわらず、自動的に⑦の認定証を発行　平成17年10月から対象者の要件が変更

　※ ⑧について、人数は登録者数（当年7月1日から翌年6月末の件数）

８．事業者指導・監査の状況

20年度 元年度 02年度 03年度 04年度 05年度 06年度
07年

4月～9月

3 件 0 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 0 件

計 50 件 278 件 34 件 115 件 364 件 509 件 545 件 299 件

 居宅介護支援 3 件 29 件 5 件 19 件 82 件 43 件 117 件 38 件

 訪問介護 5 件 28 件 7 件 17 件 98 件 83 件 91 件 66 件

 デイサービス等 0 件 44 件 5 件 14 件 56 件 114 件 82 件 45 件

 グループホーム等 35 件 58 件 4 件 7 件 16 件 62 件 55 件 17 件

 特養・老健等 4 件 102 件 7 件 52 件 40 件 89 件 119 件 75 件

 その他 3 件 17 件 6 件 6 件 72 件 118 件 81 件 58 件

計 14 件 60 件 43 件 39 件 30 件 53 件 56 件 39 件

 居宅介護支援 1 件 5 件 2 件 2 件 2 件 2 件 0 件 2 件

 訪問介護 2 件 16 件 9 件 10 件 5 件 3 件 5 件 3 件

 デイサービス等 1 件 10 件 2 件 2 件 1 件 6 件 2 件 1 件

 グループホーム等 9 件 10 件 4 件 4 件 9 件 9 件 12 件 10 件

 特養・老健等 0 件 15 件 24 件 17 件 13 件 31 件 35 件 22 件

 その他 1 件 4 件 2 件 4 件 0 件 2 件 2 件 1 件

計 － 1,025 件 0 件 678 件 80 件 0 件 0 件 0 件

 居宅介護支援 － 471 件 0 件 164 件 0 件 0 件 0 件 0 件

 訪問介護 － 540 件 0 件 143 件 0 件 0 件 0 件 0 件

 デイサービス等 － 0 件 0 件 139 件 0 件 0 件 0 件 0 件

 グループホーム等 － 0 件 0 件 23 件 0 件 0 件 0 件 0 件

 特養・老健等 － 0 件 0 件 94 件 80 件 0 件 0 件 0 件

 その他 － 14 件 0 件 115 件 0 件 0 件 0 件 0 件

 注: 予防サービスを除く

　平成24年4月に、兵庫県から神戸市に指導監督権限が委譲された。

　※ 集団指導：多数の事業者に講習等の方法により、制度説明等を行う。

　※ 実地指導：事業者等の所在地において実地に行う。

　※ 監　　査：各種情報により、指定基準違反が疑われる場合に行う実地検査

　※ 自主監査：事業者が事業運営について自己点検を行い、その結果を報告させる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　※ 書面監査：提出された自己点検シートをもとに、事業運営等について確認する。(平成29年度まで）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　※ 令和元年度の集団指導は感染症予防のため中止。資料を市ホームページに掲載 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　※ 令和2～3年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、相当期間実地指導及び自主監査を見合わせた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑧災害、事業休廃止等による利用料
減免

減免の対象となる方

①利用料の世帯合計額が一定の上限
を超える場合、超過額を高額介護
サービス費として支給

②従来から訪問介護を無料で利用し
ていた人等の利用料を軽減又は免除

③特別養護老人ホームにおける旧措
置入所者の利用料の軽減

④特別養護老人ホームにおける旧措
置入所者の食事標準負担額の軽減

⑤介護保険施設入所者の食事標準負
担額の軽減

⑥介護保険施設入所者とショートス
テイの食費・居住費(滞在費)の負担
軽減

⑦社会福祉法人等による生計困難者
に対する軽減

監　査

自主監査
(29年度までは

書面監査)

 集団指導

実地指導
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2 0 2 4（ 令和６ ）～2 0 2 6（ 令和８ ）年度
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計画の意義　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

● 本計画は、「 神戸市民の福祉を まも る条例」 に基づいて、 市の果たすべき 責務を 具体的に明示す

るこ と により 、 高齢者保健福祉施策の体系的� 総合的推進を図ろ う と するも のです。

● 介護保険事業計画と 老人福祉計画（ 本市では、「 神戸市高齢者保健福祉計画」） は、 一体的策定が

義務づけら れている こ と から、 本計画は、『 介護保険事業計画と 神戸市高齢者保健福祉計画』 の

一体の計画（ 以下「 介護保険事業計画」 と いう ） と し て策定し ています。

● また、 介護保険事業計画は、 要介護者等の保健、 医療、 福祉又は居住に関する他の計画と 調和を

保つこ と と なっ ており 、 本計画は、「 神戸市認知症施策推進計画」 や「 神戸市高齢者居住安定確

保計画」 と も 一体の計画と し て策定し ています。

第１ 節　 策定趣旨 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

● 本市のまちづく り を 進めるにあたっ ては、 総合基本計画と し て、 2 0 2 5 年を 目指し た長期的な方

向性を 示す「 第５ 次神戸市基本計画 神戸づく り の指針」、 2 0 2 5 年度を目標年次と する実行計画

「 神戸 2 0 2 5 ビジョ ン」 が策定さ れています。

● 本計画は、 市町村地域福祉計画に位置づけら れる「 “ こ う べ ” の市民福祉総合計画 2 0 2 5 」 と の

連携を図っ ています。

● また、 兵庫県地域医療構想における病床の機能分化�連携の推進に伴う 、 在宅医療等の新たなサー

ビス必要量に関し て、「 兵庫県保健医療計画」 と の整合性を図っ ています。

第２ 節　 計画の位置づけ　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

● 2 0 24 年度から 2 02 6 年度の３ か年計画と し ます。

第３ 節　 計画期間

● 本市では、学識経験者�保健医療関係者�福祉関係者等で構成さ れる介護保険専門分科会において、

本計画の実施状況の点検や課題検討を行う など、 介護保険事業の円滑な推進を図っ ています。

● 本計画の実施状況については、 市民の方へ随時情報提供し ていき ます。

第４ 節　 計画の推進体制
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 02  第 2 部　 目的と 目標

目的と 目標

高齢者が尊厳を も っ て 、 自立し た 生活を 営むこ と がで き る 社会の実現

高齢者は、 加齢に伴う 心身の変化により 要介護状態と なっ たと し ても 、 尊厳を 保持し 、 自分

自身の意思に基づいて、 住み慣れた地域で自立し た日常生活を営む権利があり ます。

本計画においては、 高齢者がその権利を 十分に擁護さ れる社会の実現を目指すため、 高齢者

を と り まく 現状と 課題を 整理し 、 必要な保健医療サービス及び福祉サービス等の施策を定めて

います。

介護保険法においては、 国民の努力及び義務と し て、「 国民は、 自ら 要介護状態と なるこ と を

予防するため、 加齢に伴っ て生ずる心身の変化を自覚し て常に健康の保持増進に努める」 こ と

が定めら れています。 高齢者が自立し た日常生活を営むためには、 まずは要介護状態と なるこ

と を予防するこ と 、 つまり 介護予防の推進が重要です。

さ ら に、 高齢者の意思と 多様なニーズを 尊重し 、 対応し ていく ためには、 地域包括ケアの更

なる深化� 推進を 行いつつ、 多様な選択肢を検討� 構築し ていく 必要があり ます。 また、 高齢

者がそれら サービスを適切に検討及び選択でき るよう にするためには、 ひと り 暮ら し 高齢者や

認知症等の判断能力が不十分な方への支援も 含め、 十分な情報提供と 相談体制の整備が重要で

す。

また、 必要な介護サービスを 提供でき るよう にするためには、 サービスの担い手である介護

人材の確保� 定着が不可欠です。 国や県、 関係団体と 連携し 、 多様なサービスの担い手の確保、

介護現場における業務負担軽減、 職場環境の改善を推進し ていき ます。

また、 介護保険は、 給付と 負担の関係が明確である社会保険方式が採用さ れており 、 保険料

と 税金で支えら れている市民の「 助け合い」 の制度であるこ と から も 、 より 市民に信頼さ れる

制度運営を 心がける必要があり ます。 そのため、 低所得者には配慮し つつ、 必要なサービス水

準の財源を確保すると と も に、 介護保険制度の適正運営を図っ ていく 必要があり ます。

第１ 節　 目的　 　
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第２ 節　 中長期的な将来展望　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

【 神戸市の推計人口の推移（ 年齢３ 区分別）】

【 神戸市の高齢者（ 第１ 号被保険者）の推計人口の推移】

① 将来人口推計

わが国においては、 全国的に 4 0 ～ 6 4 歳までの生産年齢人口の減少が進む一方で、 高齢

者人口は増加の一途を辿り 、 2 0 4 0 年頃にピーク を迎えると 予想さ れています。

本市も 例外ではなく 、 総人口は減少し 、 生産年齢人口は、 20 3 0 年頃より 、 急減する見込

みと なっ ています。

②高齢者（ 第１ 号被保険者） の将来人口推計

本市の高齢者人口は、 7 5 歳以上の後期高齢者を 中心に増加の一途を 辿り 、 2 0 4 0 年頃に

ピ ーク を 迎える と 見込まれますが、 それよ り も 早い 2 0 3 5 年頃には、 介護ニーズが高まる

8 5 歳以上の高齢者人口がピーク と なると 見込んでいます。

※2023年は6月末時点、

　2024年以降は推計値

※2000年は4月末、2021・2022年は各年9月末、

　2023年は6月末時点、2024年以降は推計値
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【 神戸市の 8 5 歳以上の推計人口の推移】

【 神戸市の要介護（ 要支援） 認定者数の推移】

③要介護（ 要支援） 認定者の将来人口推計

本市の要介護（ 要支援） 認定者は、 高齢者の増加に伴い、 要支援認定者を中心に増える見

込みです。 8 5 歳以上がピーク を迎える 2 0 3 5 年頃には、 要介護（ 要支援） 認定者数も 約 1 0

万８ 千人と なり 、 最多と なる見込みと なっ ています。

※棒グラフの数値は第2号被保険者を含む

※2000年は4月末、2021・2022年は各年9月末、2023年は5月末の各時点、

　2024年以降は推計値

こ のよう な人口動向や介護ニーズの見込みを適切に踏まえて、制度の枠や「 支える側」「 支

えら れる 側」 と いう 関係を 超えて、 高齢者を はじ めと し た地域のあら ゆる人が役割を 持ち、

助け合いながら 地域をと も に創っ ていく 地域共生社会の実現を 目指し、 適切な介護サービス

基盤を計画的に確保し ていきます。

※2023年は6月末時点、

　2024年以降は推計値
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第3 節　 目標（ 施策の柱） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

目的を 達成するための指標と し て、 ６ つの目標（ ＝施策の柱） を設定し 、 各種施策を 計画的

に推進し ていき ます。

目 的

目 標 施 策 の 柱

高齢者が尊厳をも っ て、 自立し た生活を営むこ と ができる社会の実現

フ レ イ ル予防を はじ めと

し た介護予防の推進

（ 第３ 部 第１ 章）

認知症の人にやさ し い

ま ち づく り の推進

（ 第３ 部 第３ 章）

介護人材の

確保 育成

（ 第３ 部 第５ 章）

地域での生活の継続に

向けた支援

（ 第３ 部 第２ 章）

安全 安心な 

住生活環境の確保

（ 第３ 部 第４ 章）

介護保険制度の適正運営

（ 第３ 部 第６ 章）
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施策

第１ 節　 フレ イル予防と 活動・ 参加の推進　

第１ 章　 フレ イル予防をはじ めと し た介護予防の推進　
【 目標� 施策の柱１ 】

①普及啓発及び多様な活動を促進する環境づく り

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● フ レ イ ル※の進行や認知機能の低下防止のため、 身近な地域で多様な活動ができ る よ う 、

気軽に参加できる「 つどいの場」 を整備� 充実し ていきます。

※フ レ イ ル： 病気ではないが、 年齢と と も に筋力や心身の活力が低下し 、 介護が必要に

なり やすい、 健康と 要介護の間の虚弱な状態のこ と 。

● 人生 1 0 0 年時代を 見据え、 多様な年代や生活スタ イ ルに対応するため、 様々な媒体で啓

発を 行う こ と が重要です。 高齢者の心身の状況や生活習慣、 趣向等に応じ た介護予防の

参加機会を提供し 、 自己選択でき るよう な情報発信を行っ ていき ます。

〈 主な施策〉

● つどいの場の設置促進

　「 つどいの場」 は、 フ レ イ ル予防や健康づく り をはじ め、 ボラ ンティ ア活動、 スポーツ

の会や趣味活動、 学習� 教養サーク ル等、 地域で開催さ れている 住民主体の高齢者の交

流の場です。 人と 人と のつながり を 通じ て生き がいややり がいを 感じ、 活動が充実し て

いく よう な地域づく り を行います。

� つどいの場支援事業

　 地域で自主的に行われる つどいの場に対し 、 運営費の一部を 補助する と と も に、 生

活支援コ ーディ ネータ ーやあんし んすこ やかセンタ ーが立ち上げや運営を支援し ます。

■ 補助団体数： 2 0 8 団体（ 2 02 2 年度実績）

� 地域拠点型一般介護予防事業

　 体操や給食� レ ク リ エーショ ン に加え、 専門職によ る介護予防講座を 実施し 、 地域

に根ざし た介護予防活動に取り 組みます。

■ 実施箇所数： 9 5 箇所、 参加者数： 約 1 ,5 0 0 人 / 月（ 2 0 22 年度実績）

� 介護予防カ フ ェ

　 民間企業と 連携し 、 地域の集会所等で高齢者が集まる 介護予防カ フ ェ の立ち上げを

支援すると と も に、 引き 続き住民の自主的な取り 組みを支援し ます。

■ 実施箇所数： 8 2 箇所（ 2 0 22 年度実績）
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● 介護予防� 日常生活支援総合事業の推進

　 訪問型サービ ス及び通所型サービ スの内容について、 事業評価を 踏まえながら、 利用

者の状態や生活スタ イ ルにより 適応するよう 、必要な見直し を行います。 また、住民団体�

Ｎ Ｐ Ｏ� 民間企業等の多様な主体によ る 生活支援� サービ スが提供でき る よ う 、 新たな

担い手の発掘や体制づく り に取り 組みます。

� フ レイ ル改善通所サービス

　「 栄養（ 食� 口腔機能）」「 運動」「 社会参加」 を バラ ンスよ く 取り 入れたプログラ ム

を 提供し 、 サービ ス利用中から 社会参加や健康づく り 活動を 継続でき る よう に支援し

ます。

■ 実施箇所数： 各区１ 箇所

● 普及啓発

� フ レイ ルチェ ッ ク

　 日常生活や認知機能等のアン ケート と 、 運動や口腔機能等の簡易な測定を 行う フ レ

イ ルチェ ッ ク を、 市内薬局や特定健診会場等において実施し ます。 また、 市民フ レ イ

ルサポータ ーによるフ レ イ ルチェ ッ ク 会の実施や市民主体のフ レ イ ル啓発活動を 支援

すると と も に、 広く 市民に周知� 啓発し ます。

■ 実施人数： 市内薬局 4 9 4 人（ 協力薬局 4 08 箇所）

特定健診会場 1 ,1 62 人 ( いずれも 2 0 2 2 年度実績 )

■ フ レイ ルチェ ッ ク 会参加者数： 15 6 人 (2 0 2 2 年度実績 )

� 生活支援訪問サービス

　 本市の定める 研修を 修了し た方等が、 軽度の方 ( 要支援者� 総合事業対象者 ) の自

宅を訪問し 、 掃除や買物等の生活援助を提供し 、 自立を支援し ます。

■ 指定事業所数： 3 3 5 事業所 (2 02 2 年度実績 )

■ 利用者数： 約 2 ,4 0 0 人 / 月 (2 0 2 2 年度実績 )

� 住民主体訪問サービス

　 Ｎ Ｐ Ｏ 法人等のボラ ンティ アが、 掃除や買物等の生活援助を提供し ます。

■ 実施団体数： 5 団体 (2 02 2 年度実績 )

� フ レイ ル予防支援事業

　 6 5 歳以上を対象に、 フ レイ ルチェ ッ ク や、 地域の特性を考慮し たフ レイ ル予防のた

めの講話� 体操等のプログラ ムを実施し ます。

■ 実施人数： 92 7 人 (2 0 2 2 年度実績 )

< 低栄養の方の割合 >

　 本市は他都市と 比較すると 、 低栄養の傾向割合が「 6 5 ～ 69 歳」 でやや高く 、「 7 0

～ 74 歳」 で高く なっ ている。（「 健康と く ら し の調査※ (2 0 2 2 年度 )」 より ）

※要介護認定等を 受けていない 6 5 歳以上の方へのアンケート 調査
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 08  第 3 部　 施策

健　 康 プレフレイル フレイル 要介護

� Ｉ Ｃ Ｔ を活用し た啓発

　 Ｉ Ｃ Ｔ の活用も 含めて、 つどいの場等の地域資源を 記載し たマッ プ等を 作成し 、 地

域住民と 共有するなど、 個々人に応じ た介護予防の取り 組みが選択でき るよう に環境

整備を進めます。

� 介護予防� フ レイ ル予防応援サイ ト

　 自宅でも 楽し んでフ レイ ル予防に取り 組めるよう 、「 介護予防� フ レイ ル予防応援サ

イ ト 」 を通じ 、「 元気！いきいき ！！体操」 等の高齢者向けコ ンテンツを発信し ます。

� 神戸市オリ ジナル体操（ 元気！いきいき ！！体操）

　 つどいの場での活動支援のため作成し た体操Ｄ Ｖ Ｄ について、 自宅での取り 組みも

含め、 幅広く 普及を図り ます。

< 転倒に対する不安の割合 >

　 転倒に対する不安をお持ちの方（「 と ても 不安」「 やや不安」） の割合は、 要介護認定

を 受けていない方では約４ 割に対し 、 受けている方では約９ 割になっ ている。（「 健康

と く ら し の調査 (2 0 22 年度 )」「 在宅高齢者実態調査※（ 2 0 2 2 年度）」 より ）

※要介護認定を 受けている 6 5 歳以上の方へのアンケート 調査

□「 フ レ イ ル」 の認知率（ 目標）

2 0 2 2 年度 2 0 2 5 年度

「 フ レ イ ル」 と い う 言葉を 良く 知っ て お り

予防活動を し て いる 方の割合
1 8 .8 ％ 3 0 . 0 ％

※健康とくらしの調査（2022 年度）より
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②エビデンスを活用し た効果的な介護予防施策の展開

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 学識経験者や関係機関と 連携し 、 高齢者の心身の多様な課題に対し て、 エビデンスを活用

し た事業展開を行う と と も に、 その効果について評価検証を行っ ていき ます。

● 介護予防や健康づく り がより 推進さ れるよう 、 イ ンセンティ ブについても 検討を行っ てい

き ます。

〈 主な施策〉

● 大学等と 連携し た介護予防の評価

　 日本老年学的評価研究（ Ｊ Ａ Ｇ Ｅ Ｓ ） プロ ジェ ク ト やＷＨ Ｏ 等の研究機関や、 大学等

と 連携し 、 介護予防事業についてＰ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ルを 回し ながら、 効果的な事業を 展開

し ます。 また、 スマート フ ォ ン やタ ブレ ッ ト 等のＩ Ｃ Ｔ 機器を 活用し た地域住民の交流

の機会を設け、 その効果について検証し ます。

● データ を活用し た介護予防の取組

　 後期高齢者の医療� 介護� 健診等のデータ を 活用し 、 疾病予防� 重症化予防と フ レ イ　 　

ル予防の一体的な取り 組みを 行います。 低栄養等の健康課題への支援と し て、 地域のつ

どいの場に専門職を 派遣し 、 健康相談や受診勧奨等も 進めます。 重症化予防や低栄養等

の対策が必要な方には個別支援を実施し ます。

　 また、 Ｉ Ｃ Ｔ を活用し たサービス提供を促進し ます。

③地域リ ハビリ テーショ ンの推進

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 医療� 介護分野において多職種連携によ る切れ目のないリ ハビリ テーショ ン 支援体制を

構築すると と も に、 市民や関係者にリ ハビリ テーショ ンの理解促進を図り ます。

〈 主な施策〉

● 神戸市リ ハ職種地域支援協議会と の連携

　 リ ハビ リ 専門職（ 理学療法士、 作業療法士、 言語聴覚士） の職能団体「 神戸市リ ハ職　

種地域支援協議会」 と の連携等、 資源の把握も 含めたリ ハビ リ の充実を 図り ます。 リ ハ

ビ リ 専門職が地域の様々な拠点に出向き 、 自立支援等に関する 啓発や人材育成を 行う 取

り 組みを推進し ます。

● 多職種による地域ケア会議への参画

　 地域ケア会議等に、 リ ハビリ 専門職をはじ め、 口腔機能� 口腔衛生等の観点から 歯科衛

生士、栄養摂取等の観点から 管理栄養士等の多職種の専門職が参画し 、高齢者の自立支援�

重度化防止に向けた助言を行います。

　 また、 そのノ ウハウや事例を共有し 、 積み重ねるこ と で施策へ反映し ます。

■ 地域ケア会議へのリ ハビリ 専門職等の参加状況： 2 3 人（ 2 02 2 年度実績）
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第2 節　 健康づく り 対策　

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 生涯を通じ た健康づく り を推進し 、「 健康創造都市Ｋ Ｏ Ｂ Ｅ 」 を目指すためには、 適切な

生活習慣の確立を図ると と も に、「 ヘルスケアデータ 連携システム」 等の医療� 健康デー

タ を 活用し た保健事業を 推進し 、 健康格差の縮小と 健康寿命の延伸に向け、 重点的に取

り 組むべき 方策の検討が求めら れています。

● 口腔機能を維持するための取り 組み（ オーラ ルフ レイ ル※対策） を推進し ていき ます。

※オーラ ルフ レ イ ル： わずかな むせ、 食べこ ぼし 、 発音がはっ き り し な い、 噛めな い

食品の増加等の口の機能の低下のこ と 。

〈 主な施策〉

● 科学的データ に基づく 保健事業の推進

　 保健�医療�介護分野において、「 ヘルスケアデータ 連携システム」 等の医療�健康デー

タ を 活用し 、 エビ デン スに基づく 政策立案（ Ｅ Ｂ Ｐ Ｍ） を 推進する こ と で、 市民の健康

寿命の延伸、 健康格差の縮小、 疾病予防や生活機能の改善（ フ レ イ ル予防） 等、 健康増

進に向けた保健事業を効果的に実施し ます。

● 高齢者の保健事業と 介護予防の一体的な実施（ 重症化予防� 低栄養対策）

　 後期高齢者の医療� 介護� 健診等のデータ を 活用し 、 疾病予防� 重症化予防と フ レ イ

ル予防の一体的な取り 組みを 行います。 重症化予防や低栄養等の対策が必要な方には個

別支援を実施し ます。

□ 高齢者の保健事業と 介護予防の一体的な取り 組みの実施状況（ 年間目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

ポピ ュ レ ーシ ョ ン

ア プ ロ ーチ

実施箇所数 4 4 箇所
4 4 箇所

（ 合同圏域）

実施人数 8 2 0 人 8 8 0 人

ハイ リ ス ク ア プ ロ ー チ

( 個別支援 )

重症化予防 1 ,1 9 4 人 2 ,7 3 0 人

低栄養対策 1 6 5 人 3 0 0 人
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● 健康教育による普及啓発

　 生活習慣病予防や健康寿命延伸、 介護予防等を テーマと し た健康教育を 地域福祉セン

タ ー等の身近な会場で実施し ます。

□ 健康教育（ 高齢者向けの健康づく り ） 実施状況（ 年間目標）

□ オーラ ルフ レ イ ルチェ ッ ク 事業実施状況（ 年間目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

実施回数 2 5 回 3 5 回

実施人数 5 1 5 人 2 ,5 0 0 人

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

利用率 6 5 歳： 1 5 . 2 ％
6 5 歳： 2 0 ％

7 5 歳： 1 5 ％

□ 訪問歯科診療事業� 訪問口腔ケア事業実施状況（ 年間目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

訪問歯科診療

利用者数 1 5 2 人 1 6 0 人

延訪問回数 6 2 3 回 6 4 0 回

訪問口腔ケア

利用者数 1 2 3 人 1 8 0 人

延訪問回数 1 ,0 3 4 回 1 ,6 2 0 回

< オーラ ルフ レイ ルの認知率 >

2 0 2 2 年度 22 .0 % （ よく 知っ ている 4 .5 ％、 だいたい知っ ている 1 7 .5 ％）

（「 在宅高齢者実態調査（ 2 0 2 2 年度）」 より ）

● オーラ ルフ レイ ル対策等の歯科口腔保健の推進

　 地域の歯科医院で 6 5 歳及び 7 5 歳（ 後期高齢者歯科健診） を対象とし て、 オーラ ル

フレイルチェッ ク 事業を行い、 口腔機能の改善を図ること でフレイル予防へ繋げます。

　 オーラルフレイルの認知度が低いことから、 引き続きオーラルフレイル予防を啓発します。

　 また、 食べるこ と への支援およ び誤嚥性肺炎予防等の観点から 、 在宅等への訪問歯

科診療事業� 訪問口腔ケア事業を推進し ます。
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第3 節　 生涯現役社会づく り 　

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 高齢者の社会参加を 促進し 、 地域の中で生き がいや役割を 持っ て生活でき る 環境づく り

を進めていき ます。

● 定年後の就労やボラ ン ティ ア活動等、 様々な形で高齢者が社会参加でき る 社会の実現に

向け、 ニーズ把握や企業と のマッ チング等に取り 組んでいき ます。

● 介護人材不足が将来にわたり 見込まれる中、 高齢者に対する生活支援サービスや介護サー

ビ スの担い手と なる など、 地域社会の幅広い支え手のひと り と し て元気な高齢者が活躍

できる取り 組みが求めら れています。

〈 主な施策〉

● Ｋ Ｏ Ｂ Ｅ シニア元気ポイ ント

　 高齢者が介護施設等において 、 ボラ ン テ ィ ア活動を 行っ た際にポイ ン ト を 交付する

「 Ｋ Ｏ Ｂ Ｅ シニア元気ポイ ン ト 制度」 について、 Ｉ Ｃ Ｔ を 活用し た効果的な広報等を 通

じ 、 活動登録者と 対象施設を 増やし ます。

□ Ｋ Ｏ Ｂ Ｅ シニア元気ポイ ン ト 登録者数（ 累計目標）

□ シルバーカ レ ッ ジ「 社会貢献講座」 参加者数（ 年間目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

登録者数 1 ,5 1 6 人 7 ,0 0 0 人

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

参加者数 7 0 6 人 9 1 8 人

● 老人ク ラ ブ（ Ｋ Ｏ Ｂ Ｅ シニアク ラ ブ） への支援

　 今まで以上に活動し やすく する ため、 使途が分かれていた複数の補助金の一本化や補

助金の手続き の簡素化等を 実施し まし た。 引き 続き、 老人ク ラ ブに高齢者が数多く 参加

できるよう 支援を行います。

● シルバーカ レッ ジによる地域貢献

　 時代やニーズに即し た地域社会への貢献活動に繋げる ため、 定期的なカ リ キュ ラ ムの

点検� 見直し を 行い、 地域リ ーダーの養成や社会貢献活動を 支援する カ リ キュ ラ ムの充

実を図り ます。
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● 各区ボラ ンティ アセンタ ーにおけるボラ ンティ ア支援

　 各区のボラ ンティ アセンタ ーで、 相談、 マッ チング調整、 養成等により 、 ボラ ンティ ア

活動を支援し ます。 Ｉ Ｃ Ｔ 等の新し いツールを活用し た取り 組みを推進し 、 ボラ ンティ ア

活動の活性化を図り ます。

■ マッ チング件数： 5 83 件（ 2 0 2 2 年度実績）

● 高齢者の就労支援対策

　 高齢者の就労を推進するため、 就職面接会等を開催すると と も に、 ハローワーク やシル

バー人材センタ ー等と の更なる連携強化を図り 、 より 効果的な施策を検討し ます。

● シルバー人材センタ ー

　 シルバー人材センタ ーによる高齢者に適し た臨時的� 短期的な仕事の提供に努めます。

デジタ ル技術を活用し た入会手続きや就業情報の提供により 、 会員の利便性向上を図ると

と も に、 安全な就業場所の開拓を進めます。

● 高齢者の移動支援

　 引き続き高齢者の移動を支援し、 社会参加を促進するため、 70 歳以上を対象と する敬老

優待乗車制度を実施し ます。
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 14  第 3 部　 施策

介護マーク

第１ 節　 地域での支援体制づく り 、相談体制の充実　

第2 章　 地域での生活の継続に向けた支援　

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 高齢者のみなら ず、 障害者、 生活困窮者、 家族介護者への支援や複合的課題に対応し てい

く 包括的な支援体制を構築するなど、 地域共生社会への対応が求めら れています。

● 高齢者の相談窓口であるあんし んすこ やかセンタ ーについて、 関係機関と の更なる連携も

含めた機能強化が求めら れています。

● 高齢者の生活困窮や社会的孤立� ひき こ も り 等の早期発見� 支援が重要であり 、 多分野横

断的な対応が求めら れています。

〈 主な施策〉

● 家族介護者支援を含めた対応

� あんし んすこ やかセンタ ーの利便性の向上及び機能の強化

　 家族介護者支援の観点も 含め、 土日祝日いずれかのあんし んすこ やかセン タ ーの開

所を全 7 6 センタ ーで継続し ます。 今後、 医療� 介護の必要性が高まる 7 5 歳以上の後

期高齢者の増加を 踏まえ、 センタ ーが高齢者や家族介護者から の総合相談を はじ めと

する 包括的支援の機能が十分に発揮でき る よう 、 組織� 運営体制の充実� 強化を 図り

ます。

■ 年間相談件数： 5 9 6 ,5 7 8 件（ 20 2 2 年度実績）

� 介護リ フ レッ シュ 教室等の開催

　 介護者の精神的負担の軽減や健康づく り 等を目的に介護リ フ レッ シュ 教室を開催し 、

介護に役立つ情報提供や家族同士の情報交換の場を提供し ます。 あわせて、 認知症サ

ロンや認知症カ フ ェ 等、 介護者が話し 合える場づく り を推進し ます。

■ 介護リ フ レッ シュ 教室の実施状況： 4 0 9 回、 2 ,9 7 5 人（ 2 0 2 2 年度実績）

� こ ども� 若者ケアラ ーへの支援

　 家族の介護等により 重い責任や負担を 負っ ている「 こ ども� 若者ケアラ ー」 の孤立

を 防ぐ ため、 引き 続き、 専用の相談窓口で障害福祉� 児童福祉分野と 連携し ながら、

伴走的な支援を行う と と も に、当事者同士の交流�情報交換の場での支援を推進し ます。

　 また、 市内� 近隣の大学やハローワーク と の連携を図り 、 1 8 歳以上の若者ケアラ ー

への支援を行う と と も に、小中学生のこ ども ケアラ ーのため、地域のこ ども の居場所（ こ

ども 食堂、学習支援等） と のネッ ト ワーク を構築し ます。 さ ら に、民間企業と 連携し た、

こ ども� 若者ケアラ ーへの支援を検討し ます。

� 介護マーク の普及

　 介護者が介護中である こ と を 周囲に理解し ていただく ための

「 介護マーク 」 の普及を図り ます。

【 目標� 施策の柱２ 】
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● 地域ケア会議の開催

　 あんし んすこ やかセンタ ー単位及び区単位で、 地域住民や福祉� 医療関係者、 Ｎ Ｐ Ｏ 法

人や地域活動団体等が参加する地域ケア会議を開催し て、 高齢者の生活上の課題等（ 金銭

管理、 ごみ出し 等） への支援に繋げます。 全市的な課題は全市レベルの地域ケア会議で政

策形成に繋げます。

■ センタ ー主催の地域ケア会議の実施状況： 2 0 3 回（ 7 5 箇所）（ 2 0 2 2 年度実績）

■ 区主催の地域ケア会議の実施状況： 1 1 回（ 9 箇所）（ 2 0 2 2 年度実績）

● 消費者被害防止対策

　 あんし んすこ やかセンタ ーが把握し た被害事例を全センタ ーで共有すると と も に、 県警�

消費生活センタ ーと 連携し 、 被害防止のための啓発を行います。

● あんし んすこ やかセンタ ーにおける業務効率化

　 会議の整理や統合、 書類削減等、 業務効率化や事務負担軽減を図り ます。 見直し にあたっ

ては、 Ｉ Ｃ Ｔ を活用し た会議の効率化や書面での提出書類の削減を推進し ていきます。

● 生活支援コ ーディ ネータ ーの活動推進

　 生活支援コ ーディ ネータ ー※と し て、第１ 層（ 区単位） には各区社会福祉協議会に１ 名（ 北

区は２ 名）、 第２ 層（ 中学校圏域） には各あんし んすこ やかセンタ ーに地域支え合い推進員

を１ 名（ 計 78 名） 配置し ています。

　 地域共生社会への対応を図るため、 第１ 層� 第２ 層の生活支援コ ーディ ネータ ーは相互

に連携し ながら、 地域福祉ネッ ト ワーカ ーや子育てコ ーディ ネータ ー、 ひきこ も り 支援室、

各区く ら し 支援窓口と の連携を強化し 、 地域での資源開発やネッ ト ワーク 構築を進めます。

※生活支援コ ーディ ネータ ー： 高齢者が住み慣れた地域で孤立するこ と なく 住み続けら れ

るよう 、 地域住民同士で見守り � 支え合える地域づく り の

支援を行っ ています。
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 16  第 3 部　 施策

□ 自立支援計画作成件数（ 年間目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

自立支援計画

作成件数
7 4 0 件 1 ,0 0 0 件

● 生活困窮者支援

� く ら し 支援窓口での支援

　 各区� 支所に「 く ら し 支援窓口」 を設置し 、 生活困窮者から の相談に応じ ています。

家計相談や早期の就労に向けた支援を含め、 継続的な支援を行います。

� 地域福祉ネッ ト ワーカ ーの配置

　 地域福祉ネッ ト ワーカ ー※を各区社会福祉協議会に配置し 、 く ら し 支援窓口等様々な

関係機関と の連携を 強化し 、 生活困窮� 社会的孤立等複合的な課題を 抱えた世帯への

アプローチに取り 組みます。

※地域福祉ネッ ト ワーカ ー： 複合的な課題を 抱えた世帯に対し 、 積極的な訪問や課題

解決に向けた個別支援を 行います。 また、 地域の共通課

題に対し ても 、 社会福祉施設、 Ｎ Ｐ Ｏ 法人、 民生委員や

ふれあいのまちづく り 協議会等関係機関を 巻き 込みなが

ら 、 地域で支え合う 仕組みづく り を推進し ています。

□ ひき こ も り サポータ ー登録者数（ 累計目標）

□ 研修会� 講習会実施回数（ 年間目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

登録者数 1 4 9 人 1 8 0 人

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

実施回数 1 2 回 1 8 回

● ひきこ も り 支援

　「 ひき こ も り 支援室」 を 幅広く 広報� 周知すると と も に、 地域の支援者向け研修や関係

機関職員の研修を 実施し 、 ８ ０ ５ ０ 問題等の課題に対応でき る よう 関係機関同士のネッ

ト ワーク を構築し ます。

　 また、 本人や家族を サポート する「 ひき こ も り サポータ ー」 の養成を 推進し 、 登録者

を 増やすと と も に、 登録さ れた方々に対し ても 適宜講習を 実施し、 サポータ ーと し て継

続的に活躍できるよう に支援し ます。
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第2 節　 在宅医療・ 介護連携の推進

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 日常生活での療養や容態急変時、 また、 入退院や看取り の場面における、 切れ目のない在

宅医療� 介護提供体制の構築や、 感染症� 災害時における 継続的なサービ ス提供の維持

等の課題に対し 、 Ｉ Ｃ Ｔ の活用も 含め、 地域での多職種連携を推進し ていきます。

● 患者本人が望む医療�ケアの意思決定支援や住み慣れた自宅�施設等での看取り について、

市民啓発を推進し ていき ます。

〈 主な施策〉

● 医療介護サポート センタ ーの運営

　 各区に設置する 医療介護サポート セン タ ーは、 医療� 介護関係者から の在宅医療に関

する相談対応や多職種連携会議の開催等により 、 医療と 介護の連携強化を推進し ます。

● 医療� 介護の連携ツールの普及� 推進

　 ケアマネジャ ーと 病院の連携ツ ール「 入退院連携シート 」 や、 転院を 経て退院する 要

介護患者の情報連携ツール「 医療介護情報引継ぎシート 」 の利用促進を図り ます。

　 また、 介護保険サービ ス導入時に医療� 介護関係者が集う サービ ス担当者会議や、 入

院し ている 医療機関と 在宅医療介護関係者、 本人� 家族で行う 退院前カ ン フ ァ レ ン ス等

について、 ＷＥ Ｂ 会議等も 併用し 、 医師� 看護師� ケアマネジャ ー等よ り 多く の関係者

が参加し やすく するこ と で、 多職種連携を推進し ます。

● Ａ Ｃ Ｐ ※（ アド バンス� ケア� プラ ンニング） の普及啓発

　 人生の最終段階における 意思決定支援と し て、 市民向けパン フ レ ッ ト を 活用し 、 Ａ Ｃ

Ｐ の普及啓発に取り 組みます。 また、 医療� 介護従事者が、 医療倫理に基づいて患者の

意思尊重を十分に考え、 Ａ Ｃ Ｐ に関わるこ と ができ るよう 、 研修や情報提供を行います。

※Ａ Ｃ Ｐ ： 人生の最終段階の医療� ケアについて、 本人が家族等や医療� ケアチームと 事

前に繰り 返し 話し 合う プロセスのこ と で、愛称を「 人生会議」 と 定めています。

< ACP の認知率 >

　 2 0 2 2 年度　 5 .0 % （ 知っ ている 5 .0 ％）

（「 在宅高齢者実態調査（ 2 0 22 年度）」 より ）
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 18  第 3 部　 施策

第3 節　 権利擁護、虐待防止対策

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 認知症高齢者の増加等を 踏まえ、 判断能力が不十分になっ ても 安心し て生活でき るよう 、

権利擁護施策を充実し ていきます。

● 高齢者虐待の早期発見� 早期対応に繋げる ため、 研修や連携体制の充実が求めら れてい

ます。

※下記施策は、 国の「 成年後見制度利用促進基本計画」 を 踏まえた市町村計画に位置づ

けら れています。

〈 主な施策〉

● 日常生活自立支援事業の推進

　 福祉サービスの手続き の手伝いや日常の金銭管理、 重要書類の預かり 等を行います。

■ 契約件数： 6 95 件（ 2 0 2 2 年度実績、 次年度以降も 同程度見込み）

● 専門職団体と の連携強化

　 専門職団体と の連携を 強化し 、 市長申立の書類作成委託等の施策を 推進し ます。 また、

成年後見支援セン タ ーにおいて、 引き 続き 専門職相談を 実施し 、 近年複雑化する 相談に

対応し ます。

■ 専門相談件数： 8 9 件（ 2 0 22 年度実績、 次年度以降も 同程度見込み）

● 市民後見人の養成� 支援

　「 市民後見人」 の養成を 推進し ます。 また、 登録者については、 研修の充実等により 資

質の向上を図ると と も に、 地域における活動にあたっ ても 支援を行います。

■ 市民後見人登録者数： 8 8 名（ 2 0 22 年度実績、 次年度以降も 同程度見込み）

● 成年後見制度利用支援事業の実施

　 成年後見制度の利用にあたり 、 必要と なる 費用（ 申立及び報酬費用） を 負担する こ と

が困難である方に対し て助成を行います。

■ 成年後見制度の利用にかかる費用の助成者数： 申立費用１ 名、報酬費用 4 5 1 名（ 2 02 2

年度実績、 次年度以降も 同程度見込み）
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□ 高齢者虐待対応研修の実施状況（ 年間目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

高齢者虐待対応研修

延べ参加者数
1 8 8 人 2 5 0 人

施設長� 研修担当者対象研修

延べ参加者数
1 0 6 人 1 2 0 人

● 高齢者虐待

　 養護者によ る 虐待対応への取り 組みと し て、 各区の職員やあんし んすこ やかセン タ ー

職員への高齢者虐待対応研修を 実施する と と も に、 各区の高齢者虐待防止ネッ ト ワーク

事業等を通し た関係機関と の連携体制の整備� 充実を図り ます。

　 また、 養介護施設等従事者によ る 虐待対応への取り 組みと し て、 介護保険事業者に対

し て、 引き 続き高齢者虐待防止研修の実施を働きかけます。

� 高齢者虐待対応ワーキンググループの設置

　 高齢者虐待対応ワーキン ググループを 設置し 、 各区が実施する高齢者虐待防止ネッ

ト ワーク 事業※で報告さ れる課題の中から 全市的に取り 組むべきも のについて、 専門分

野の方の意見を聴取する機会を確保し 、 高齢者虐待防止体制の整備を進めます。

※高齢者虐待防止ネッ ト ワーク 事業： 高齢者虐待の防止、 早期発見から 個別支援にい

たる各段階において、 関係機関や団体等と 連携

協力し て、 高齢者虐待防止に資する 地域づく り

のための体制構築を 目指し て各区で実施する事

業のこ と 。
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 20  第 3 部　 施策

第4 節　 緊急時の対応

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 災害時の備えについて、 事業者等と 連携し ながら 介護保険や障害サービス利用者等の要援

護者への啓発を進めると と も に、 地域で支え合う 取り 組みを推進し ていき ます。

● 災害� 感染症発生時の事業者間の支援� 応援体制について検討し ていきます。

〈 主な施策〉

● 地域における災害時要援護者支援の取組推進

　 災害時の要援護者情報について、 平常時から 地域団体と 共有する こ と によ り 、 日常で

の声かけや支え合い等、 要援護者支援のための取り 組みを進めます。

● 基幹福祉避難所� 福祉避難所開設訓練の実施

　 災害時に要援護者の初動受入及び生活支援を 行う 基幹福祉避難所において開設訓練を

行います。 訓練の実施にあたり 、 災害時の障害者支援を 担う 障害者地域生活支援拠点と

も 連携し ます。

　 また、 災害時に基幹福祉避難所に続いて順次開設さ れる 福祉避難所協定施設において

も 開設訓練を行います。

■ 基幹福祉避難所開設訓練（ 2 1 施設）： 毎年実施

■ 福祉避難所協定施設： 20 2 0 年度から ６ 年程度で開設訓練を 実施（ 2 0 2 2 年度までに

6 1 施設、 2 0 2 3 年度は 2 5 施設、 2 0 2 4 年度以降は毎年 3 5 施

設実施予定）

● あんし んすこ やかセンタ ーでの災害時対応、 ケアマネジャ ーの協力推進

　 高齢者の安否確認や相談対応、 地域団体と の連携によ り 共有さ れた情報を も と にし た

要援護者の支援を 行う 仕組みを 構築し 、 ケアマネジャ ーによ る ケアプラ ン への災害避難

情報の記載を促進し ます。

● 災害� 感染症発生時の応援体制の推進

　 介護サービ スを 継続し て提供でき る よ う 、 県と 連携し た職員の応援協力スキーム等の

推進に取り 組みます。 また、 Ｉ Ｃ Ｔ の活用によ る 応援必要時の情報連携体制の構築を 促

進し ます。 さ ら に事業者における事業継続計画（ Ｂ Ｃ Ｐ ） の策定を推進し ます。

● 災害時の緊急入所推進

　 災害等によ り 、 自宅での日常生活が長期に渡っ て困難と なっ た方へのショ ート ステイ

利用について、 法定での給付が出来ない利用額に対する本市独自の上乗せ給付と し て「 災

害時ショ ート ステイ サービス」 を実施し ます。
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第3 章　 認知症の人にやさ し いまちづく り の推進　

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 認知症の方の尊厳が保持さ れ、 本人の意思が尊重さ れ、 社会参加を促進し 、 安全� 安心で

希望をも っ て暮ら し 続けら れるまちづく り を推進し ていき ます。

● 認知症の方や家族の意見も 踏まえ、「 共生」 と 「 予防」 の施策の推進が求めら れています。

● 認知症になる可能性は誰にでも あり 、 社会全体で支え合う こ と が求めら れています。

● 認知症の方が日常生活� 社会生活を送るう えでの障壁を減ら す取り 組みの推進が求めら れ

ています。

● 認知症神戸モデルの推進と と も に、 診断後の生活支援の充実等、 切れ目のない支援を 、 医

療や介護、 福祉の連携によっ て対応し ていき ます。

〈 主な施策〉

①認知症神戸モデルの推進（ 診断助成制度及び事故救済制度）

　 診断助成制度と 事故救済制度を 組み合わせて実施し 、 その財源は市民税の超過課税によ

り 負担いただく こ と と する認知症神戸モデルを推進し ます。

● 診断助成制度

　 認知症の疑いの有無を 診る 認知機能検診（ 第１ 段階） と 、 軽度認知障害（ ＭＣ Ｉ ） を

含めた認知症の診断を 行う 認知機能精密検査（ 第２ 段階） の２ 段階方式の制度で、 いず

れも 自己負担のない仕組みです。 引き 続き、 制度の周知と 円滑な実施に努めます。

● 事故救済制度

　 認知症の方が事故を 起こ し た際、 賠償責任の有無に関わら ず、 被害に遭われた市民に

支給する 見舞金（ 給付金） 制度（ 事前登録不要） と 、 賠償責任がある 際に支給する 賠償

責任保険制度（ 事前登録必要） の２ 階建て方式の制度です。 引き 続き、 制度の周知と 円

滑な実施に努めます。

【 目標� 施策の柱３ 】

□ 神戸モデル認知率（ 目標）

2 0 2 2 年度 2 0 2 5 年度

診断助成制度 4 0 .0 ％ 4 5 . 0 ％

事故救済制度 3 1 .5 ％ 4 0 .0 ％

※健康とくらしの調査（2022 年度）より
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 22  第 3 部　 施策

②認知症の人にやさ し いまちづく り 条例にも と づく 施策の推進

＜予防及び早期介入＞

● 関係機関と 連携し た研究開発の推進

　 ＷＨ Ｏ 神戸セン タ ー、 神戸医療産業都市、 大学及び研究機関等と 連携し 、 認知症の予

防及び早期介入を推進し ます。

● 認知症ケアパスの普及啓発

　 認知症の進行や出現する 症状等に応じ た相談先や、 どのよ う な医療� 介護サービ スを

受ける こ と ができ る のかなどについて示し た認知症ケアパスについて、 認知症の方やそ

の家族等が必要に応じ て活用でき る よ う 、 医療機関や介護事業者等にも 広く 普及啓発を

行い、 ネッ ト ワーク づく り に活用し ます。

＜事故の救済及び予防＞

● 事故救済制度（ 再掲）

● 運転免許自主返納啓発

　「 運転免許証自主返納」 のパンフ レッ ト を市内に配付（ 診断助成制度の認知機能検診（ 第

1 段階） の受診者に配付） し 、 運転免許自主返納の啓発を実施し ます。 また、 神戸市運転

免許自主返納相談窓口を 設置し 、 運転者本人から の相談を はじ め、 免許返納を 促し たい

家族がいる 方や、 免許返納を 促し たも のの免許返納に応じ ない家族を 持つ方から の相談

を受け付けます。

＜治療及び介護の提供＞

● 診断助成制度（ 再掲）

● 初期集中支援チーム

　 医療� 介護の専門職が、 認知症の疑いのある方または認知症の方やその家族を 訪問し 、

適切な医療� 介護サービスに繋ぐ ための支援を実施し ます。

□ 医療� 介護に繋がっ た方の割合（ 目標）： 各年度 6 5 ％（ 2 0 24 ～ 2 0 26 年度）

● こ う べオレンジダイ ヤル

　 認知症の総合電話相談窓口と し て、 相談内容に応じ て、 市内の介護情報の提供や適切

な機関の紹介を 行い、 また、 あんし んすこ やかセン タ ーや認知症疾患医療セン タ ー等の

関係機関へ繋ぎます。 必要に応じ て初期集中支援チームと 連携し て対応を行います。
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● 認知症疾患医療センタ ー

　 認知症疾患に関する 鑑別診断や専門医療相談を 実施する と と も に、 認知症の方の診断

後の生活や不安の軽減が図ら れるよう 、日常生活支援相談や、認知症に関する教育や本人�

家族の交流等を 行う 認知症サロ ン 事業を 引き 続き 実施し ます。 診断後の相談支援の充実

やかかり つけ医等の地域と の連携強化、 困難事案への対応等、 地域の認知症医療提供の

拠点と し ての機能を強化し ます。

● Ｋ Ｏ Ｂ Ｅ みまも り ヘルパー

　 認知症の方や介護保険の認定を 受けるまでに至ら ない軽度認知障害（ ＭＣ Ｉ ） の方が、

在宅生活を 送る ための見守り や話し 相手、 外出の付き 添い等を 行う 、 介護保険外でのヘ

ルパーサービスを提供し ます。 引き続き 制度の周知に努めます。

● 医療� 介護従事者研修

　 認知症サポート 医� 認知症介護指導者の養成や医療� 介護関係者への研修実施により 、

引き 続き 医療� 介護関係者の認知症への対応力の向上を 図り 、 地域における 連携体制を

整えます。

□ 養成者数� 研修修了者数（ 累計目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

� 認知症サポート 医

� 認知症介護指導者

� 認知症介護実践者研修

� 認知症介護実践リ ーダ ー研修

2 1 6 人

4 5 人

4 ,7 5 0 人

7 4 8 人

2 7 6 人

5 3 人

5 ,7 1 0 人

9 0 8 人

＜地域の力を豊かにし ていく こ と ＞

● 軽度認知障害（ ＭＣ Ｉ ） の方を対象と し たフ レイ ル改善通所サービスの提供

　 認知症疾患医療セン タ ー等で軽度認知障害（ ＭＣ Ｉ ） と 診断さ れた方へ、 フ レ イ ル改

善通所サービスの案内を行います。

● 市民啓発

　 世界アルツハイ マーデー（ 毎年９ 月 2 1 日） 関連での啓発活動、 地域への出前ト ーク を

実施する と と も に、 認知症の方自身から の「 本人発信」 等、 様々な方法で市民への啓発

活動を実施し ます。 引き 続き、 市民に対し 認知症に関する普及啓発に努めます。

● 認知症サポータ ー養成

　 地域全体で認知症の方を 見守る ため、 認知症に対する 正し い知識と 理解を 持っ た認知

症サポータ ーの養成を 行い、 養成後も さ ら に理解を 深める ための研修を 実施する など、

地域において活動するための支援を実施し ます。 また、 あわせて講師であるキャ ラ バン�

メ イ ト の養成も 推進し ます。

□ 認知症サポータ ー養成者数（ 累計目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

養成者数 1 3 1 , 6 7 2 人 1 5 5 , 6 7 2 人
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 24  第 3 部　 施策

● 認知症カ フ ェ

　 認知症の方と その家族、 地域住民、 専門職等の誰も が自由に参加し 、 気軽に交流や相

談等ができ る地域に開かれた集いの場の登録� 紹介を行います。 引き 続き、 認知症カ フ ェ

の周知� 支援に努めます。

● 認知症地域支えあい推進事業

　 認知症の方や認知症の疑いのある 方が、 生き がいを も っ て積極的に社会参加でき る地

域づく り や認知症に関する 理解促進を 目指し、 各種地域団体から の希望を 募り 、 講師と

し て専門職の派遣を実施し ます。

□ 認知症地域支えあい推進事業実施回数（ 年間目標）： 各年度 200 回（ 2024 ～ 2026 年度）

● Ｉ Ｃ Ｔ を活用し た見守り

　 認知症の方の行方が分から なく なっ た際に、 Ｇ Ｐ Ｓ （ 衛星利用測位システム） を使っ て

居場所を 探索し 、 家族から の依頼に基づき 警備会社が駆けつけるサービスを支援し ます。

必要な方に制度を利用し ても ら えるよう 、 引き 続き 制度の周知に努めます。

● 若年性認知症の方への支援充実� 社会参加促進

　 若年性認知症の方と その家族に対し 、 相談先や集いの場を 整える などの支援を 実施し

ます。 また、 医療� 介護関係者等の若年性認知症に対する 理解を 深める ため、 若年性認

知症支援研修と 若年性認知症デイ サービス� デイ ケア研修を実施し ます。

● 声かけ訓練

　 お困り の高齢者等を 見かけた際に、 適切な声かけ等の対応ができ る よ う 、 認知症高齢

者等への声かけ訓練を、 引き 続き、 あんし んすこ やかセン タ ー単位で実施し 、 地域にお

ける支援体制を構築し ます。

□ 声かけ訓練実施箇所数（ 目標）： ３ か年で 76 センタ ー（ 全あんし んすこ やかセンタ ー）

（ 2024 ～ 2026 年度）

● 高齢者安心登録事業

　 行方不明等、 日常生活の心配がある高齢者に、 事前に生活情報等の登録を し ても ら い、

管轄のあんし んすこ やかセンタ ーや警察等と 情報を 共有する こ と で、 日頃の地域での見

守り に役立てます。 また登録者が行方不明になっ た場合は、 電子メ ールで行方不明発生

情報を 地域の捜査協力者に配信し 、 警察への情報提供を 呼びかけ、 早期発見と 保護を 目

指し ます。

□ 認知症カ フ ェ 箇所数（ 目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

箇所数 3 4 箇所 4 5 箇所
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第１ 節　 多様な住まいの確保、施設・ 居住系サービスの確保　

第4 章　 安全 安心な住生活環境の確保　

①多様な住まいの確保

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 高齢者のニーズに応じ た住まいの確保と 支援、 分かり やすい住宅情報の提供を行っ ていき

ます。

〈 主な施策〉

● サービス付き高齢者向け住宅の確保

　 本市独自の登録基準により 、 良好なサービス付き高齢者向け住宅を誘導し ます。

①「住宅」と し ての質を 確保する ため、 でき る限り 専用部分の面積を 確保する と と も に、

専用部分への台所の設置を誘導する。

「住戸面積（ 専用部分） / 戸」 が 20 ㎡以上かつ一定規模の台所を 設置する場合は、 「専

用部分と 共同利用部分面積計 / 戸」 を 23 ㎡と する。

②共同利用部分の台所の利用し やすさ を 向上さ せる ため、 入居者の使用状況や生活支援

サービスの有無等に応じ た規模や数を誘導する。

③入居者以外も 利用でき る 地域交流のためのスペースは、 住宅が地域に認知さ れ、 相互

交流を促すきっ かけにも なり う るこ と から 、 共同利用部分での設置を誘導する。

④安全な住まい� 住環境を 推進する ため、 既存改修の住宅登録の場合においても 新築と

同様にエレベータ ーの設置や耐震性の確保を求める。

（ 上記方針に基づき、基準等は「 神戸市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に関する要綱」に定める）

● 有料老人ホーム

　 多様なニーズの受け皿と 考えら れる こ と から 、 有料老人ホーム設置運営指導指針によ

り 有料老人ホームの設置を誘導し ます。

● 市営住宅

　 シルバーハイ ツ や高齢者世帯向けの特定目的住宅等の高齢者に配慮し た住戸の提供の

ほか、 高齢者の見回り 事業を実施し ています。

● 居住支援（ 住宅セーフ ティ ネッ ト ）

　 神戸市居住支援協議会を プ ラ ッ ト フ ォ ームと し て、 居住支援に関わる 団体と 連携を

図り 、 高齢者の民間賃貸住宅への円滑な入居を 促進し ます。

■ 市内で活動する居住支援法人： 3 9 法人（ 2 0 2 4 年２ 月末現在）

【 目標� 施策の柱４ 】
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②施設・ 居住系サービスの確保

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 高齢者のニーズや地域のバラ ンス等に配慮し た整備促進が求めら れています。 介護人材不

足への対応のほか、 土地の確保が困難な既成市街地での整備促進、 老朽化し た介護保険

施設の長寿命化の促進等の取り 組みについて検討を進めていきます。

● 地域密着型サービスや、 特定施設入居者生活介護（ 介護付有料老人ホーム及び介護付サー

ビス付き高齢者向け住宅） の更なる充実を図っ ていき ます。

〈 主な施策〉

● 第９ 期計画期間（ 2 0 2 4 ～ 2 0 2 6 年度） における整備目標

2 0 2 3 年度

累計

第９ 期期間中

整備数

2 0 2 6 年度

累計

介

護

保

険

施

設

特別養護老人ホ ーム（ 小規模特

別養護老人ホームを 含む）
7 , 6 3 5 4 5 0 8 , 0 8 5

介護老人保健施設 5 ,7 8 9

2 0 0 6 , 4 5 2
介護医療院（ 介護療養型医療施設

及び介護療養型老人保健施設）
4 6 3

小計 1 3 ,8 8 7 6 5 0 1 4 , 5 3 7

認知症高齢者グループホーム 2 ,9 2 2 3 6 0 3 ,2 8 2

特定施設入居者生活介護（ 有料老人

ホーム並びにサービス付き高齢者向け

住宅及びケアハウス）

9 ,4 6 0 4 5 0 9 ,9 1 0

合計 2 6 ,2 6 9 1 ,4 6 0 2 7 ,7 2 9

（単位：人）

● 特別養護老人ホーム

　 個室ユニッ ト ケアのみなら ず、 従来型個室や利用者のプラ イ バシーに配慮し た多床室の

整備も あわせて行います。 また、 在宅等で生活さ れている 障害者が高齢になる ため、 特

性に配慮し た介護施設サービスが提供さ れるよう 支援し ます。

● 介護老人保健施設

　 介護� 医療に関する多職種が配置さ れた施設と し て機能維持� 改善の役割を担う ほか、

在宅医療等の需要量の増加に対応するため、 整備を促進し ます。

● 介護医療院

　 今後ますます増加が見込まれる 慢性期の医療� 介護ニーズへ対応する ため、 要介護者

に対する長期療養のための医療と 日常生活上の介護を、 一体的に提供する こ と を 目的に

設置さ れる介護医療院については、 引き 続き 医療病床から の転換を優先し ます。
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● 認知症高齢者グループホーム

　（ 看護） 小規模多機能型居宅介護と の併設を促進するなど 、 認知症高齢者やその家族の

支援拠点と し て積極的な役割を果たすべく 整備を促進し ます。

● 特定施設入居者生活介護（ 介護付き 有料老人ホーム等）

　 自立から 要介護３ 以上の中重度要介護者や認知症高齢者への対応、 今後対応が増えて

く る看取り 等、 多様なニーズに対応でき る住み替え先と 捉え、 整備を促進し ます。

第2 節　 安全・ 安心な住生活環境の整備

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 高齢者が健康に安心し て暮ら し 続ける こ と ができ る よ う に、 断熱性能やバリ アフ リ ー性

能等、 安全� 安心な住まい� 住環境の確保を図っ ていきます。

〈 主な施策〉

● 安全� 安心な住環境確保に向けた相談� 普及啓発

　 住まいの相談窓口「 すまいる ネッ ト 」 を 通じ 、 断熱化やバリ アフ リ ー化等、 高齢者に

配慮し た住宅性能の確保に向けた普及啓発のほか、 住宅改修や高齢者の住み替え等の相

談に対応し ます。

● 住宅のバリ アフ リ ー化

　 介護保険サービ スの上乗せと し て、 要介護認定を 受けている 高齢者等を 対象と する住

宅改修助成事業を引き続き 実施し ます。

● 鉄道駅のバリ アフ リ ー化

　 国の鉄道駅バリ アフ リ ー料金制度によ り 整備促進が図ら れる ほか、 要件を 満たす鉄道

駅舎へのエレ ベータ ー設置等のバリ アフ リ ー化には県市協調補助により 、 高齢者や障害

者等の利用環境の更なる改善を図り ます。

● 高齢者の買物支援

　 住宅の立地等から 、 買物に不自由する 高齢者を 支援する ため、 移動販売サービ スと の

連携が可能な市営住宅等を活用し た買物支援の取り 組みを検討し ます。
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第5 章　 介護人材の確保 育成　

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 急速な高齢化の中、 必要な介護サービスを適切に提供するためには、 介護人材の確保� 育

成は喫緊の課題と なっ ています。

● 介護人材確保プロジェ ク ト 「 コ ウベ ｄ ｅ カ イ ゴ」 を推進し 、「 ①新たな介

護人材の確保」「 ②介護人材の育成� 定着」「 ③就業環境の向上」 の３ つの

柱を 立て、 介護の仕事の魅力向上や介護職員のキャ リ アアッ プ支援、 外国

人介護職員の受入� 定着支援、 介護テク ノ ロジー機器活用等による働き や

すい職場環境づく り 等に取り 組んでいき ます。

〈 主な施策〉

①新たな介護人材の確保　

● 初任者研修補助

　 介護の基礎的な知識やスキルを 学ぶ介護職員初任者研修を 修了し 市内で介護職員と し

て就労継続さ れた方を対象に、 研修受講費の一部を補助し ます。

● 介護現場の理解促進� 魅力発信

　 事業者団体等と 連携し 、 ト ラ イ やる ウィ ーク など、 学校教育での介護の仕事への理解

を図る取り 組みを促進し ます。また、介護人材確保プロジェ ク ト「 コ ウベ d e カ イ ゴ」のホー

ムページを通じ 、 介護の仕事の魅力や介護職員への支援制度について情報を発信し ます。

【 目標� 施策の柱５ 】

□「 コ ウベ d e カ イ ゴ」 ホームページ閲覧（ ページビ ュ ー） 数（ 年間目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

閲覧数 5 6 ,3 7 1 ｐ ｖ 6 0 ,0 0 0 ｐ ｖ

● 外国人介護職員の受入促進

　 県や事業者団体等と 連携し て、 介護事業者を 対象と し た外国人介護職員受入に関する

セミ ナー開催や、 技能実習生の監理団体を 担う 兵庫県社会福祉協議会に対する 補助を 実

施するなどし て、 より 効果的な受入施策を検討� 実施し ます。

● 生活支援訪問サービス従事者養成研修

　 高齢者の生活支援に関する基本的な知識� 技術を 学ぶ研修を 実施し 、 研修修了生には、

生活支援訪問サービス事業所で新たな担い手と し て活躍いただく よう 推進し ます。

■ 延べ修了者数（ 累計）： 8 9 2 人（ 2 0 2 3 年３ 月現在）

● 再就職支援、 介護現場への就労啓発

　 潜在介護職員を 対象にし たセミ ナーの開催や、 兵庫県福祉人材セン タ ーと 連携し た啓

発活動等を実施し 、 介護職員の再就職を支援し ます。

　 また、 各区く ら し 支援窓口等で離職さ れた方への就労案内を 行う など、 様々な場で介

護事業者への就労を働き かけます。
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● 住まい確保への支援

　 外国人を 含む介護職員を 新たに採用し た介護事業者に対し 住宅手当補助を実施すると と も

に、 外国人材等の円滑な住まい探し� 入居に向け、 神戸市居住支援協議会において必要

な居住支援を実施し ます。

②介護人材の育成・ 定着　

● 高齢者介護士認定制度

　 介護福祉士資格取得前の職員を 対象と する本市独自の「 神戸市高齢者介護士認定制度」

について、 合格者に対する 介護福祉士取得までの支援金の支給や、 認定制度を 受講する

ための代替職員確保にかかる経費補助等、 支援を推進し ます。

● 資質向上に向けた取組

　 神戸市介護サービ ス協会が実施する 介護人材等に関する 各種研修を 支援し 、 Ｉ Ｃ Ｔ を

活用し た研修を開催するなど参加し やすい環境づく り を推進し ます。

● 医療的ケア資格取得支援

　 特別養護老人ホームの職員が、 喀痰吸引等の医療的ケアを 行う ための資格を 取得する

研修費用を補助し ます。

● 外国人介護職員への介護福祉士資格取得等支援

　 外国人介護職員について日本での長期的な就労も 視野に入れ、 入国後の日本語学習や

介護福祉士資格取得に関する学習にかかる 費用を 補助する と と も に、 研修を 受講する際

に必要と なる代替職員確保にかかる経費を補助し ます。

□ 高齢者介護士認定制度合格者数（ 累計目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

合格者数 4 5 6 人 6 0 0 人

③就業環境の向上　

● 介護テク ノ ロジー機器の活用支援

　 介護テク ノ ロ ジー機器の開発や導入について、 企業と 介護事業者の双方から 相談を 受

ける 窓口を 開設し 、 企業と 介護事業者が情報交換を 行う 場の提供等を 行う と と も に、 記

録作成ソ フ ト や情報共有のための機器などの導入費用を 補助する こ と で、 介護現場での

業務効率化やノ ーリ フ ティ ング等による介護職員の負担軽減の促進を支援し ます。

● ハラ スメ ント � 安全確保対策

介護サービ ス利用者やその家族から の介護職員に対する ハラ スメ ン ト 対策について、 県

（ 相談窓口含む） と の連携や啓発資材の活用促進等により 、 介護事業者内での周知や市民

への理解普及を進めます。

　 また、 訪問介護職員� 看護師の安全確保対策に資する費用の一部を補助し ます。
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第6 章　 介護保険制度の適正運営　

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 今後も 介護費用の増大が見込まれる中、 介護保険制度を適正に運営し 、 制度の持続性を高

めていき ます。

● 事業者及び利用者への適正� 適切なサービスの理解促進を図り ます。

※下記施策は、 市町村介護給付適正化計画に位置づけら れるも のです。

〈 主な施策〉

● 自立支援を促進するケアマネジメ ント

� ケアマネジメ ント 研修

　 ケアマネジャ ーに対するケアマネジメ ント 研修や、経験豊富なケアマネジャ ーがサー

ビス担当者会議等に同行する地域同行型ケアマネジメ ント 研修を実施し ます。

■ 実施回数： 年間８ 回（ 毎年度同程度見込み）

� 多職種によるケアマネジメ ント 検討会

　 自立支援に資する ケアプラ ン に向けて「 多職種ケアマネジメ ント 検討会」 を 開催し

ます。

■ 実施回数： 年間４ 回（ 毎年度同程度見込み）

� リ ハビリ 専門職によるケアマネジャ ーと の同行訪問

　 要支援者等のケアプラ ン を 作成する 際、 ケアマネジャ ーの自宅訪問時にリ ハビ リ 専

門職（ 理学療法士、作業療法士） が同行し 、利用者へのセルフ ケア等の助言を行っ たり 、

ケアマネジャ ーの自立支援に資するケアプラ ン作成を支援し ます。

■ 実施回数： 年間 2 5 3 件� 5 9 事業所（ 2 0 22 年度実績、 次年度以降も 同程度見込み）

● ケアプラ ン点検（ 指導� 助言等）

　 ケアプランの適正� 適切性を点検します。 指導� 助言のほか、 必要に応じ て是正も 促し

ます。 国民健康保険団体連合会（ 以下、「 国保連」 と いう ） の適正化システム活用による

事業者抽出後、 縦覧点検や個別状況を踏まえたより 精査し た点検を行います。

■ ケアプラ ン点検数： 162 事業所 4,511 件（ 2022 年度実績、 次年度以降も 同程度見込み）

【 目標� 施策の柱６ 】
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● 要介護認定の適正化

� 認定調査員研修

　「 新規研修」、「 フ ォ ロー研修」、「 現任研修」 等、 認定調査員の実務経験に応じ た研修

の機会を設け、 調査員の資質の向上に努めます。

■ 新規研修実施回数： 年間６ 回（ 毎年度同程度見込み）

■ フ ォ ロー研修実施回数： 年間６ 回（ 毎年度同程度見込み）

■ 現任研修実施回数： 年間１ 回（ 毎年度同程度見込み）

� 認定調査委託先の検査

　 行政保健師等による認定調査現場への同行訪問や調査票点検を実施し ます。

■ 認定調査委託先検査数： 6 事業所（ 2022 年度実績、 次年度以降も 同程度見込み）

� 主治医意見書の充実と 適正化

　 主治医意見書記入の手引き 等を ホームページに掲載し 、 総合病院における 主治医意

見書研修を実施し ます。

� 認定審査会の平準化

　 二次判定について（ 認定審査会）、 合議体間の判定の偏り や軽重度変更率を 分析し 、

審査会委員を対象と する研修を実施し ます。

■ 研修実施回数： 年間１ 回（ 毎年度同程度見込み）

■ 一次判定から の変更率（ 2022 年度実績）

重度変更率： 7 .2％（ 全国 8.7％）

軽度変更率： 0 .3％（ 全国 0.7％）

□ 住宅改修の調査件数（ 年間目標）

□ 縦覧点検の実施状況（ 年間目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

調査件数 2 6 件 5 0 件

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

点検件数 1 ,4 0 7 件 1 ,5 0 0 件

● 住宅改修の点検の適正化

　 一定の要件のも と に抽出し た住宅改修工事の対象と なる 住宅を 建築士の資格を 持っ た

調査員が訪問し 、 支給要件を 満たし ている こ と の確認や申請工事内容と 施工内容が相違

なく 適切に施工さ れているこ と の確認を実施し ます。

● 縦覧点検の実施� 医療情報と の突合

　 縦覧点検及び医療情報と の突合は、 国保連でのリ スト 抽出にも と づき、 事業所に対す

る聞き 取り 調査を行い、 不適切な請求は過誤調整等を依頼し ます。
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 32  第 3 部　 施策

● 第三者求償事務の推進

　 第三者行為求償について、 国保連から の情報を も と に届出義務対象者を 把握し、 介護

給付費の適正な運用を推進し ます。

■ 第三者行為届出数： 年間 20 件程度（ 毎年度同程度見込み）

● 保険料収納対策の強化

　 保険料の支払い手段の多様化（ スマート フ ォ ン 決済の拡充、 イ ン タ ーネッ ト バン キン

グ導入検討） により 、 収納の確保を図り ます。

● 制度の持続性を踏まえたサービスの見直し

　 紙おむつ支給事業等の介護保険外サービ スについて、 国の動向を 踏まえ見直し や再構

築を検討し ます。

● 公平� 公正なあんし んすこ やかセンタ ーの運営の確保

　 神戸市地域包括支援センタ ー運営協議会（ 各区での取り 組みを 含む） を 開催し、 公平�

公正なセンタ ー運営を確保し ます。

■ 運営協議会実施回数： 年間 2 回程度（ 毎年度同程度見込み）

● 施設� 事業所の監査指導

　 法令等にも と づいて、 運営指導と し て施設� 事業所へ赴き 事業運営や報酬請求等の確認

を 行い、 必要な改善の指導を 行います。 不正請求や虐待疑い等の通報があっ た場合、 監

査と し て施設� 事業所への立ち入り 調査等を実施し ます。

■ 施設� 事業所に対する監査� 指導の状況（ 2 0 22 年度実績）

実地指導： 3 6 4 件

監　 　 査： 3 0 件

集団指導： 動画視聴方式で実施
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介護サービ ス量等の見込み

第１ 章　 被保険者数の見込み　

6 5 歳以上の高齢者人口は、 2 0 26 年度には約 4 3 .6 万人（ 高齢化率 2 9 .5 ％）、 2 0 40 年には

約 4 5 .8 万人（ 34 .8 ％） に迫り 、 市民の３ 人に１ 人以上が高齢者と なり ます。 特に 7 5 歳以上

の人口は増え続け、 2 0 2 6 年には 2 6 万人に達する 見込みで、 介護が必要な高齢者はますます

増加するこ と が予想さ れます。

【 第１ 号被保険者数と 高齢化率の推移（ グラ フ 再掲）】

【 第１ 号被保険者数の推移】

（ 人） 2 0 0 0 年 2 0 2 1 年 2 0 2 2 年 2 0 2 3 年 2 0 2 4 年 2 0 2 5 年 2 0 2 6 年 2 0 3 0 年 2 0 3 5 年 2 0 4 0 年 2 0 5 0 年

総人口 1 ,5 0 8 ,9 4 4 1 ,5 1 8 ,78 1 1 ,51 1 ,8 79 1 ,5 04 ,0 0 4 1 ,4 9 5 ,0 2 4 1 ,4 8 5 ,80 1 1 ,47 6 ,1 82 1 ,4 34 ,3 3 9 1 ,3 76 ,4 0 8 1 ,3 1 4 ,16 6 1 ,1 8 5 ,2 17

第１号被保険者 2 4 9 ,65 8 43 3 ,7 8 5 4 33 ,5 5 8 4 3 3 ,9 7 8 4 3 5 ,21 7 43 5 ,7 06 4 35 ,6 4 3 4 3 7 ,7 9 8 4 4 3 ,08 5 4 5 7 ,7 95 44 0 ,9 9 0

6 5 ～7 4 歳 1 5 3 ,87 5 20 9 ,4 9 1 1 99 ,8 4 9 1 9 3 ,0 1 1 1 8 5 ,26 3 17 9 ,6 88 1 75 ,3 9 6 1 7 5 ,5 6 8 1 8 9 ,76 9 2 1 0 ,7 81 17 5 ,6 5 8

7 5 歳以上 9 5 ,78 3 22 4 ,2 9 4 2 33 ,7 0 9 2 4 0 ,9 6 7 2 4 9 ,95 4 25 6 ,0 18 2 60 ,2 4 7 2 6 2 ,2 3 0 2 5 3 ,31 6 2 4 7 ,0 14 26 5 ,3 3 2

高齢化率 1 6 .5% 2 8 .6 % 2 8 .7 % 28 .9 % 2 9 .1% 2 9 .3 % 2 9 .5 % 30 .5 % 3 2 .2 % 3 4 .8% 3 7 .2 %

7 5 歳以上
人口割合

6 .3% 1 4 .8 % 1 5 .5 % 16 .0 % 1 6 .7% 1 7 .2 % 1 7 .6 % 18 .3 % 1 8 .4 % 1 8 .8% 2 2 .4 %

第２号
被保険者数

5 2 9 ,84 8 52 0 ,8 9 2 5 21 ,0 1 6 5 2 0 ,2 1 6 5 1 8 ,66 4 51 6 ,9 58 5 14 ,9 5 5 4 9 6 ,4 8 4 4 5 7 ,82 2 4 0 7 ,8 11 35 5 ,9 8 2

被保険者数
総数

7 7 9 ,50 6 95 4 ,6 7 7 9 54 ,5 7 4 9 5 4 ,1 9 4 9 5 3 ,88 1 95 2 ,6 64 9 50 ,5 9 8 9 3 4 ,2 8 2 9 0 0 ,90 7 8 6 5 ,6 06 79 6 ,9 7 2

※2000年は4月末、2021・2022年は

各年9月末、2023年は6月末時点、

2024年以降は推計値
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※ 2000 年は 4 月末、2021・2022 年は各年 9 月末、2023 年は 5 月末の各時点、2024 年以降は推計値

【 要支援� 要介護認定者数の構成比（ 2 0 2 3 年５ 月末実績）】

　 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

被保険者数（ 人） 1 9 ,8 7 7 1 8 ,7 8 0 1 6 ,1 5 2 1 2 ,4 5 7 1 0 ,5 2 0 1 0 ,8 7 9 7 ,1 0 5 9 5 ,7 7 0

構成比 2 0 .8 % 1 9 .6 % 1 6 .9 % 1 3 .0 % 1 1 .0 % 1 1 .4 % 7 .4 % 1 0 0 .0 %

全　 国 1 4 .1 % 1 3 .8 % 2 0 .8 % 1 6 .7 % 1 3 .2 % 1 2 .8 % 8 .5 % 1 0 0 .0 %

第2 章　 要介護（ 要支援） 認定者数の見込み　

要介護（ 要支援） 認定者数は、 2 0 2 6 年度には約 9 .9 万人、 2 0 3 5 年には、 約 10 .9 万人に

迫る 見込みです。 また、 第 1 号被保険者の要介護（ 要支援） 認定率についても、 2 0 3 5 年頃ま

で上昇し 続けるこ と が予想さ れます。

【 要介護（ 要支援） 認定者数と 第１ 号被保険者認定率の推移（ グラ フ 再掲）】

【 要支援� 要介護認定者数（ 第２ 号被保険者を 含む） の推移】

（ 人） 2 0 0 0 年 2 0 2 1 年 2 0 2 2 年 2 0 2 3 年 2 0 2 4 年 2 0 2 5 年 2 0 2 6 年 2 0 3 0 年 2 0 3 5 年 2 0 4 0 年 2 0 5 0 年

要支援１ 3 ,4 45 1 8 ,7 2 2 19 ,4 3 6 1 9 ,87 7 2 0 ,4 52 2 0 ,9 4 0 21 ,1 9 9 2 2 ,67 6 2 2 ,94 1 2 2 ,1 96 22 ,0 8 3

要支援２ - 1 8 ,0 2 9 18 ,4 2 6 1 8 ,78 0 1 9 ,0 86 1 9 ,2 7 7 19 ,3 6 4 2 0 ,48 5 2 0 ,86 8 2 0 ,6 35 20 ,1 6 5

要介護１ 7 ,1 51 1 5 ,3 0 5 15 ,8 1 0 1 6 ,15 2 1 6 ,5 24 1 6 ,7 8 1 17 ,0 8 1 1 8 ,27 0 1 9 ,10 3 1 8 ,8 69 18 ,0 1 8

要介護２ 5 ,0 88 1 2 ,6 2 7 12 ,4 4 8 1 2 ,45 7 1 2 ,1 48 1 2 ,0 1 8 12 ,0 0 7 1 2 ,76 2 1 3 ,28 5 1 3 ,2 68 12 ,6 1 0

要介護３ 3 ,7 82 1 0 ,5 2 2 10 ,5 5 0 1 0 ,52 0 1 0 ,4 11 1 0 ,3 5 4 10 ,3 8 9 1 1 ,03 4 1 1 ,62 7 1 1 ,7 52 10 ,9 7 8

要介護４ 3 ,5 51 1 0 ,5 4 3 10 ,6 4 7 1 0 ,87 9 1 0 ,8 93 1 0 ,9 2 6 10 ,9 9 4 1 1 ,70 0 1 2 ,32 6 1 2 ,5 46 11 ,6 5 7

要介護５ 3 ,0 23 6 ,9 4 4 7 ,1 6 3 7 ,10 5 7 ,2 66 7 ,3 6 9 7 ,4 7 4 7 ,91 4 8 ,3 19 8 ,4 02 7 ,8 5 2

合　 計 2 6 ,0 40 9 2 ,6 9 2 94 ,4 8 0 9 5 ,77 0 9 6 ,7 80 9 7 ,6 6 5 98 ,5 0 8 1 0 4 ,8 4 1 1 0 8 ,46 9 10 7 ,6 6 8 1 03 ,3 6 3

※棒グラフの数値は第2号被保険者を含む

※2000年は4月末、2021・2022年は各年9月末、2023年は5月末の各時点、2024年以降は推計値
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2 0 2 1 年度 2 0 2 2 年度 2 0 2 3 年度 2 0 2 4 年度 2 0 2 5 年度 2 0 2 6 年度 2 0 3 0 年度

介護老人福祉施設 5 ,7 8 2 5 ,9 4 9 6 ,1 1 1 6 ,2 3 3 6 ,3 5 5 6 ,4 7 7 6 ,9 4 3

小規模介護老人福祉施設 6 6 4 6 7 4 6 9 2 7 0 6 7 2 0 7 3 4 7 8 8

介護老人保健施設 4 ,5 8 6 4 ,5 6 7 4 ,5 8 3 4 ,6 0 2 4 ,6 2 1 4 ,6 4 0 4 ,9 6 2

介護医療院� 介護療養型医療施設 4 4 8 4 4 9 4 5 0 4 3 2 4 7 3 5 1 3 5 5 0

小　 計 1 1 ,4 8 0 1 1 ,6 3 9 1 1 ,8 3 6 1 1 ,9 7 3 1 2 ,1 6 9 1 2 ,3 6 4 1 3 ,2 4 3

認知症高齢者グループホーム 2 ,4 8 9 2 ,5 4 4 2 ,6 2 0 2 ,7 3 7 2 ,8 5 7 2 ,9 9 1 3 ,1 6 1

特定施設入居者生活介護 5 ,1 2 6 5 ,2 4 6 5 ,3 3 8 5 ,4 5 4 5 ,5 7 0 5 ,6 9 5 6 ,0 4 7

小　 計 7 ,6 1 5 7 ,7 9 0 7 ,9 5 8 8 ,1 9 1 8 ,4 2 7 8 ,6 8 6 9 ,2 0 8

施設� 居住系サービス合計 1 9 ,0 9 5 1 9 ,4 2 9 1 9 ,7 9 4 2 0 ,1 6 4 2 0 ,5 9 6 2 1 ,0 5 0 2 2 ,4 5 1

※ 2021 ～ 2023 年度は各年度１月当たりの利用実績。2024 年度以降は推計値。
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第3 章　 介護サービ ス利用者数の見込み　

第１ 節　 施設・ 居住系サービ スの利用見込み　

施設�居住系サービスについては、市内施設の今後の整備状況等、利用者数を見込んでいます。

（単位：人）
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単位 2 0 2 4 年度 2 0 2 5 年度 2 0 2 6 年度 2 0 3 0 年度

居

宅

サ

ー

ビ

ス

訪問介護
回数 / 月 3 6 5 ,1 2 1 3 6 8 ,3 1 5 3 7 1 ,5 0 9 3 7 8 ,1 2 9

人数 / 月 1 4 ,0 5 1 1 4 ,1 5 1 1 4 ,2 5 1 1 4 ,7 3 7

訪問入浴介護
回数 / 月 4 ,8 5 3 4 ,8 7 5 4 ,8 9 8 5 ,0 2 3

人数 / 月 9 4 8 9 5 3 9 5 8 9 8 1

訪問看護
回数 / 月 1 4 6 ,3 4 8 1 4 7 ,5 5 6 1 4 8 ,5 1 8 1 5 3 ,1 0 2

人数 / 月 1 5 ,3 9 1 1 5 ,5 2 5 1 5 ,6 2 6 1 6 ,1 9 9

訪問リ ハビリ テーショ ン
回数 / 月 2 5 ,6 9 8 2 5 ,8 4 8 2 6 ,0 2 0 2 6 ,8 7 4

人数 / 月 2 ,0 6 5 2 ,0 7 8 2 ,0 9 2 2 ,1 6 6

居宅療養管理指導 人数 / 月 1 6 ,8 1 0 1 6 ,9 3 3 1 7 ,0 4 1 1 7 ,5 5 7

通所介護
回数 / 月 1 0 9 ,9 5 4 1 1 0 ,8 6 1 1 1 1 ,7 6 7 1 1 5 ,2 3 3

人数 / 月 1 1 ,6 9 2 1 1 ,7 8 7 1 1 ,8 8 2 1 2 ,2 8 4

通所リ ハビリ テーショ ン
回数 / 月 3 1 ,1 2 4 3 1 ,3 2 3 3 1 ,5 2 1 3 2 ,2 7 8

人数 / 月 6 ,5 5 1 6 ,6 1 8 6 ,6 6 3 6 ,9 3 6

短期入所生活介護
日数 / 月 4 4 ,1 7 1 4 4 ,3 6 4 4 4 ,5 7 0 4 5 ,2 3 7

人数 / 月 3 ,4 2 2 3 ,4 3 7 3 ,4 5 4 3 ,5 3 1

短期入所療養介護

（ 老健� 介護医療院� 病院等）

日数 / 月 5 ,3 6 6 5 ,3 9 3 5 ,4 1 4 5 ,5 2 5

人数 / 月 6 6 1 6 6 4 6 6 7 6 8 2

福祉用具貸与 人数 / 月 3 5 ,2 6 5 3 5 ,5 8 4 3 5 ,8 0 1 3 7 ,1 6 0

特定福祉用具購入費 人数 / 月 5 4 2 5 4 6 5 5 0 5 7 6

住宅改修費 人数 / 月 6 2 5 6 3 2 6 3 6 6 6 2

特定施設入居者生活介護 人数 / 月 5 ,4 5 4 5 ,5 7 0 5 ,6 9 5 6 ,0 4 7

居宅介護支援 人数 / 月 4 8 ,6 6 8 4 9 ,1 6 4 4 9 ,5 3 2 5 1 ,6 0 4

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

定期巡回� 随時対応型訪問介護看護 人数 / 月 3 8 7 3 8 8 3 9 0 4 0 0

夜間対応型訪問介護 人数 / 月 2 2 2 2

地域密着型通所介護
回数 / 月 3 5 ,9 7 6 3 6 ,2 6 2 3 6 ,5 4 7 3 7 ,8 5 5

人数 / 月 4 ,2 6 0 4 ,2 9 5 4 ,3 3 0 4 ,4 9 7

認知症対応型通所介護
回数 / 月 5 ,8 8 8 5 ,9 2 6 5 ,9 8 1 6 ,1 3 4

人数 / 月 6 2 8 6 3 2 6 3 8 6 5 6

小規模多機能型居宅介護 人数 / 月 8 7 8 8 8 4 8 9 0 9 2 1

認知症対応型共同生活介護 人数 / 月 2 ,7 3 7 2 ,8 5 7 2 ,9 9 1 3 ,1 6 1

地域密着型特定施設入居者生活介護 人数 / 月 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 人数 / 月 7 0 6 7 2 0 7 3 4 7 8 8

看護小規模多機能型居宅介護 人数 / 月 3 2 4 3 2 6 3 2 8 3 3 9

第2 節　 居宅サービス・ 地域密着型サービス・ 総合事業の利用見込み

居宅サービス等の利用見込みにあたっ ては、 過去の実績をも と に推計し ています。

【 介護給付＋予防給付】
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単位 2 0 2 4 年度 2 0 2 5 年度 2 0 2 6 年度 2 0 3 0 年度

居

宅

サ

ー

ビ

ス

訪問介護
回数 / 月 3 6 5 ,1 2 1 3 6 8 ,3 1 5 3 7 1 ,5 0 9 3 7 8 ,1 2 9

人数 / 月 1 4 ,0 5 1 1 4 ,1 5 1 1 4 ,2 5 1 1 4 ,7 3 7

訪問入浴介護
回数 / 月 4 ,7 7 3 4 ,7 9 5 4 ,8 1 8 4 ,9 3 9

人数 / 月 9 2 9 9 3 4 9 3 9 9 6 1

訪問看護
回数 / 月 1 1 0 ,1 3 8 1 1 0 ,8 7 4 1 1 1 ,6 1 1 1 1 3 ,9 5 7

人数 / 月 1 0 ,7 9 2 1 0 ,8 6 2 1 0 ,9 3 2 1 1 ,2 1 7

訪問リ ハビリ テーショ ン
回数 / 月 1 8 ,0 4 1 1 8 ,1 0 7 1 8 ,2 3 7 1 8 ,6 1 2

人数 / 月 1 ,3 8 6 1 ,3 9 1 1 ,4 0 1 1 ,4 3 2

居宅療養管理指導 人数 / 月 1 4 ,4 9 4 1 4 ,5 8 4 1 4 ,6 7 4 1 5 ,0 4 3

通所介護
回数 / 月 1 0 9 ,9 5 4 1 1 0 ,8 6 1 1 1 1 ,7 6 7 1 1 5 ,2 3 3

人数 / 月 1 1 ,6 9 2 1 1 ,7 8 7 1 1 ,8 8 2 1 2 ,2 8 4

通所リ ハビリ テーショ ン
回数 / 月 3 1 ,1 2 4 3 1 ,3 2 3 3 1 ,5 2 1 3 2 ,2 7 8

人数 / 月 3 ,9 3 4 3 ,9 5 9 3 ,9 8 4 4 ,0 8 7

短期入所生活介護
日数 / 月 4 3 ,5 2 7 4 3 ,7 2 0 4 3 ,9 1 4 4 4 ,5 4 7

人数 / 月 3 ,3 0 9 3 ,3 2 4 3 ,3 3 9 3 ,4 1 0

短期入所療養介護

（ 老健� 介護医療院� 病院等）

日数 / 月 5 ,1 7 8 5 ,2 0 5 5 ,2 2 6 5 ,3 2 7

人数 / 月 6 4 2 6 4 5 6 4 8 6 6 2

福祉用具貸与 人数 / 月 2 1 ,6 4 7 2 1 ,7 6 7 2 1 ,8 8 7 2 2 ,3 7 9

特定福祉用具購入費 人数 / 月 3 1 4 3 1 6 3 1 8 3 2 9

住宅改修費 人数 / 月 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 8

特定施設入居者生活介護 人数 / 月 4 ,3 2 8 4 ,4 0 9 4 ,5 0 9 4 ,7 8 8

居宅介護支援 人数 / 月 3 1 ,0 6 3 3 1 ,2 9 4 3 1 ,5 3 3 3 2 ,4 7 8

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

定期巡回� 随時対応型訪問介護看護 人数 / 月 3 8 7 3 8 8 3 9 0 4 0 0

夜間対応型訪問介護 人数 / 月 2 2 2 2

地域密着型通所介護
回数 / 月 3 5 ,9 7 6 3 6 ,2 6 2 3 6 ,5 4 7 3 7 ,8 5 5

人数 / 月 4 ,2 6 0 4 ,2 9 5 4 ,3 3 0 4 ,4 9 7

認知症対応型通所介護
回数 / 月 5 ,8 6 6 5 ,9 0 4 5 ,9 5 9 6 ,1 1 2

人数 / 月 6 2 3 6 2 7 6 3 3 6 5 1

小規模多機能型居宅介護 人数 / 月 7 6 2 7 6 7 7 7 2 7 9 5

認知症対応型共同生活介護 人数 / 月 2 ,7 2 9 2 ,8 4 8 2 ,9 8 1 3 ,1 5 0

地域密着型特定施設入居者生活介護 人数 / 月 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 人数 / 月 7 0 6 7 2 0 7 3 4 7 8 8

看護小規模多機能型居宅介護 人数 / 月 3 2 4 3 2 6 3 2 8 3 3 9

【 介護給付】
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単位 2 0 2 4 年度 2 0 2 5 年度 2 0 2 6 年度 2 0 3 0 年度

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

介護予防訪問入浴介護
回数 / 月 8 0 8 0 8 0 8 4

人数 / 月 1 9 1 9 1 9 2 0

介護予防訪問看護
回数 / 月 3 6 ,2 1 0 3 6 ,6 8 2 3 6 ,9 0 7 3 9 ,1 4 5

人数 / 月 4 ,5 9 9 4 ,6 6 3 4 ,6 9 4 4 ,9 8 2

介護予防訪問リ ハビリ テーショ ン
回数 / 月 7 ,6 5 7 7 ,7 4 1 7 ,7 8 3 8 ,2 6 2

人数 / 月 6 7 9 6 8 7 6 9 1 7 3 4

介護予防居宅療養管理指導 人数 / 月 2 ,3 1 6 2 ,3 4 9 2 ,3 6 7 2 ,5 1 4

介護予防通所リ ハビリ テーショ ン 人数 / 月 2 ,6 1 7 2 ,6 5 9 2 ,6 7 9 2 ,8 4 9

介護予防短期入所生活介護
日数 / 月 6 4 4 6 4 4 6 5 6 6 9 0

人数 / 月 1 1 3 1 1 3 1 1 5 1 2 1

介護予防短期入所療養介護

（ 老健� 介護医療院� 病院等）

日数 / 月 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 9 8

人数 / 月 1 9 1 9 1 9 2 0

介護予防福祉用具貸与 人数 / 月 1 3 ,6 1 8 1 3 ,8 1 7 1 3 ,9 1 4 1 4 ,7 8 1

介護予防特定福祉用具購入費 人数 / 月 2 2 8 2 3 0 2 3 2 2 4 7

介護予防住宅改修費 人数 / 月 3 4 4 3 5 0 3 5 3 3 7 4

介護予防特定施設入居者生活介護 人数 / 月 1 ,1 2 6 1 ,1 6 1 1 ,1 8 6 1 ,2 5 9

介護予防支援 人数 / 月 1 7 ,6 0 5 1 7 ,8 7 0 1 7 ,9 9 9 1 9 ,1 2 6

介護予防認知症対応型通所介護
回数 / 月 2 2 2 2 2 2 2 2

人数 / 月 5 5 5 5

介護予防小規模多機能型居宅介護 人数 / 月 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 2 6

介護予防認知症対応型共同生活介護 人数 / 月 8 9 1 0 1 1

単位 2 0 2 4 年度 2 0 2 5 年度 2 0 2 6 年度 2 0 3 0 年度

訪問型サービス 人数 / 月 1 0 ,9 0 0 1 1 ,2 0 0 1 1 ,5 0 0 1 0 ,3 3 6

通所型サービス 人数 / 月 1 2 ,0 0 0 1 2 ,3 0 0 1 2 ,6 0 0 1 1 ,4 4 1

【 予防給付】

【 介護予防� 日常生活支援総合事業】
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介護保険事業の費用と 負担

第１ 章　 介護保険事業にかかる 給付費等の見込み　

高齢者人口や要介護等認定者数、 介護サービス量の見込みを も と に算定し た 2 02 4 年度から

2 0 26 年度の３ か年の給付費総額は、 4 ,5 7 5 億円になる 見込みです。 こ の見込み額が、 2 0 24

年度から 2 0 2 6 年度までの 6 5 歳以上の方の保険料の算定基礎と なり ます。

2 0 2 4 年度 2 0 2 5 年度 2 0 2 6 年度 ３ か年合計

標準給付費 1 ,3 9 4 1 ,4 1 5 1 ,4 3 5 4 ,2 4 5

在宅サービス（ 地域密着型サービスを含む） 9 1 3 9 2 6 9 3 9 2 ,7 7 8

施設サービス 4 0 0 4 0 8 4 1 4 1 ,2 2 2

高額介護サービス費等 8 1 8 1 8 2 2 4 4

地域支援事業費 1 0 7 1 1 0 1 1 3 3 3 0

介護予防� 日常生活支援総合事業 7 7 7 9 8 1 2 3 7

包括的支援事業� 任意事業 3 0 3 1 3 2 9 3

合　 　 　 　 　 計 1 ,5 0 1 1 ,5 2 5 1 ,5 4 8 4 ,5 7 5

（単位：億円）
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● 介護保険事業にかかる給付費の財源のし く み

　 介護サービ スを 利用する 場合、 費用の１ 割（ 一定以上の所得者は２ 割または３ 割） が

自己負担と なり 、 残り の９ 割が保険から 給付さ れます。 原則と し て、 その財源の半分は

保険料（ 6 5 歳以上＝第１ 号被保険者 2 3 ％、 4 0 歳～ 6 4 歳＝第２ 号被保険者 2 7 ％）、 残

り は国（ 2 5 ％）、 都道府県（ 12 .5 ％）、 市町村（ 1 2 .5 ％） の負担（ 税） で賄っ ています。

　 こ れによ り 、 介護サービ スの利用量に応じ て、 高齢者が負担する 保険料の総額が決ま

り ます。

国

2 5 %

公費

5 0%

保険料

50 %

兵庫県

1 2 .5 %

神戸市

1 2 .5 %

第 1 号

被保険者

2 3 %

第２ 号

被保険者

2 7 %

第
１
部 

計
画
の
意
義

第
２
部 

目
的
と
目
標

第
３
部

　
施

策

第
４
部
　
介
護
サ
ー
ビ
ス

量
等
の
見
込
み

第
５
部
　
介
護
保
険
事
業
の

費
用
と
負
担



第 5 部　 介護保険事業の費用と 負担  41 

第2 章　 第１ 号被保険者の保険料　

①第９ 期の保険料基準

第１ 号被保険者の保険料は、 本計画において見込む 2 02 4 年度から 20 2 6 年度の給付費のう

ち 第１ 号被保険者が負担すべき 給付費（ 給付費全体の 2 3 ％） を 第１ 号被保険者数で割る こ と

によっ て算定さ れます。

第９ 期計画期間に おけ る 第１ 号被保険者の保険料基準月額は、 6 , 5 8 0 円と な り ま す。

（ 第８ 期 6 , 4 0 0 円 / 月）

※個人が実際に支払う 保険料については、 本人の課税状況や所得の状況、 世帯課税状況等に

も と づく 保険料段階設定により 負担額が異なり ます。

【 第９ 期における保険料の抑制策】

　 第９ 期の介護保険料設定については、 以下の抑制策を 実施し ます。

①介護予防の推進

　 介護予防を推進する取り 組みにより 保険料を 抑制し ます。

②消費税を財源と する公費を投入し た低所得者の保険料軽減

　 第１ 段階～第３ 段階について、 消費税を 財源と する 公費を 投入し て、

保険料率を 引き 下げま す。

第１ 段階保険料率： 0 .4 0 5  → 0 .2 3 5

第２ 段階保険料率： 0 .6 3 5  → 0 .4 3 5

第３ 段階保険料率： 0 .6 8 5  → 0 .6 8

③保険料段階の多段階化

　 保険料段階について、 国基準の 1 3 段階を 1 5 段階に細分化し 、 よ り

負担能力に応じ た段階設定と し ます。

④剰余金の活用

　 神戸市介護給付費等準備基金の 2 0 2 3 年度末の残高見込額の２ 分の１

を取り 崩し 、 保険料の上昇抑制に活用し ます。

⑤イ ンセンティ ブ交付金の活用

　 第９ 期計画期間中の国交付見込み額約 1 2 億円を 保険料軽減に活用し

ます。

※イ ン セン テ ィ ブ 交付金と は、 市町村によ る 自立支援・ 重度化防止等の

取り 組みの達成状況に対し 、 毎年配分さ れる 交付金のこ と 。

第
１
部 

計
画
の
意
義

第
２
部 

目
的
と
目
標

第
３
部

　
施

策

第
４
部
　
介
護
サ
ー
ビ
ス

量
等
の
見
込
み

第
５
部
　
介
護
保
険
事
業
の

費
用
と
負
担



 42  第 5 部　 介護保険事業の費用と 負担

②第９ 期の保険料段階

保険料段階については、 低所得者に配慮すると と も に、 より 負担能力に応じ た保険料設定と

するため、 本市では保険料段階を 1 5 段階に設定し ています。（ 国の基準は 13 段階）

※１ 　 公的年金等の収入金額と は、 老齢年金などの課税対象と なる 年金収入を いい、 障害・ 遺族年金など
の非課税と なる年金収入は含まれません。

※２ 　 合計所得金額と は、収入金額から 必要経費を 控除し た所得金額の合計額で、「 基礎控除」「 配偶者控除」
「 社会保険料控除」「 医療費控除」 などの所得控除前の金額です。 株式譲渡所得など 申告分離課税の
所得金額を 含み、 退職所得、 雑損失、 繰越損失は含みません。 土地建物等の譲渡所得に特別控除が
ある 場合は、 特別控除額を 差し 引いて算定し ます。

※注　 第１ ～５ 段階については、 ※２ で計算し た合計所得金額を、 給与所得及び公的年金等に係る 雑所得
金額の合計から 1 0 万円控除（ ただし 、 控除後、 合計額が 0 円を 下回る 場合は 0 円と する ） し た額
で算定し 直し ます。 さ ら に、 租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に定める 所得金額調整控除
額を 加え、 そこ から 公的年金等に係る雑所得金額を 差し 引いて算定し ます。

※３ 　 実際に納めていただく 年間保険料は、 1 0 円単位（ 1 0 円未満は切り 捨て） と なり ます。

保険料段階 対象者 保険料率
１ 人あたり の
年間保険料※３

（ 月平均）

第１ 段階

生活保護受給者

老齢福祉年金受給者（ 世帯全員が市民税非課税）
基準額× 0 .2 3 5

1 8 ,5 5 6 円

（ 1 ,5 4 7 円）
本

人

が

市

民

税

非

課

税

世帯全員が

市民税非課税

本人の公的年金等の収入金額※ 1 と 合計所得金

額
※２

の 合計が 8 0 万円以下

第２ 段階
本人の公的年金等の収入金額と 合計所得金額

の合計が 8 0 万円超 1 2 0 万円以下
基準額× 0 .4 3 5

3 4 ,3 4 8 円

（ 2 ,8 6 3 円）

第３ 段階
本人の公的年金等の収入金額と 合計所得金額

の合計が 1 2 0 万円超
基準額× 0 .6 8

5 3 ,6 9 3 円

（ 4 ,4 7 5 円）

第４ 段階
世帯に市民税

課税者がいる

本人の公的年金等の収入金額と 合計所得金額

の合計が 8 0 万円以下
基準額× 0 .9

7 1 ,0 6 4 円

（ 5 ,9 2 2 円）

第５ 段階
本人の公的年金等の収入金額と 合計所得金額

の合計が 8 0 万円超
基準額× 1

7 8 ,9 6 0 円

（ 6 ,5 8 0 円）

第６ 段階

本

人

が

市

民

税

課

税

合計所得金額が 1 2 0 万円未満 基準額× 1 .1 5
9 0 ,8 0 4 円

（ 7 ,5 6 7 円）

第７ 段階 合計所得金額が 1 2 0 万円以上 1 9 0 万円未満 基準額× 1 .2 4
9 7 ,9 1 1 円

（ 8 ,1 6 0 円）

第８ 段階 合計所得金額が 1 9 0 万円以上 2 9 0 万円未満 基準額× 1 .4 7
1 1 6 ,0 7 2 円

（ 9 ,6 7 3 円）

第９ 段階 合計所得金額が 2 9 0 万円以上 4 0 0 万円未満 基準額× 1 .6 7 5
1 3 2 ,2 5 8 円

（ 1 1 ,0 2 2 円）

第 1 0 段階 合計所得金額が 4 0 0 万円以上 5 0 0 万円未満 基準額× 1 .8
1 4 2 ,1 2 8 円

（ 1 1 ,8 4 4 円）

第 1 1 段階 合計所得金額が 5 0 0 万円以上 6 0 0 万円未満 基準額× 1 .9
1 5 0 ,0 2 4 円

（ 1 2 ,5 0 2 円）

第 1 2 段階 合計所得金額が 6 0 0 万円以上 7 0 0 万円未満 基準額× 2 .2
1 7 3 ,7 1 2 円

（ 1 4 ,4 7 6 円）

第 1 3 段階 合計所得金額が 7 0 0 万円以上 8 0 0 万円未満 基準額× 2 .3 5
1 8 5 ,5 5 6 円

（ 1 5 ,4 6 3 円）

第 1 4 段階 合計所得金額が 8 0 0 万円以上 1 0 0 0 万円未満 基準額× 2 .6
2 0 5 ,2 9 6 円

（ 1 7 ,1 0 8 円）

第 1 5 段階 合計所得金額が 1 ,0 0 0 万円以上 基準額× 2 .8 5
2 2 5 ,0 3 6 円

（ 1 8 ,7 5 3 円）
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③保険料の減免制度

本市では独自に生活困窮者等に対する保険料軽減制度を 設けています。 第９ 期計画期間中に

おいても 継続し ます。

保険料段階 対象と なる方 減免の内容

第１ ～３ 段階

収入が少な く 生活が困窮し て

いる 方で、 下記の①～③すべ

てに該当

世帯の年間合計収入が 6 0 万円以下

（ 世帯員が２ 人以上の場合は、 ２ 人目から １ 人

あたり 1 7 .5 万円を加算し た額以下）

第１ 段階の半額の保

険料相当額に減額

第２ � ３ 段階

世帯の年間合計収入が 1 2 0 万円以下

（ 世帯員が２ 人以上の場合は、 ２ 人目から １ 人

あたり 3 5 万円を加算し た額以下）

第１ 段階の保険料相

当額に減額

「 神戸市在日外国人等福祉給付金」 の受給者 〃

第 ４ ～ 1 5 段

階

失業な ど によ り 、 本人や家族

の所得が前年に比べて 大幅に

減少し た方で、 下記の

④に該当

� ④の理由によ り 世帯の今年１ 年間の見込所

得が前年と 比べて半分以下に減る

� １ か月あたり の金額が 2 4 .5 万円以下である

� 見込み所得から 判断する と 、 本人または世

帯全員が市民税の非課税基準に該当し 、 保

険料段階が当年度４ � ５ 段階の方は翌年度

１ ～３ 段階に、 当年度６ ～ 1 5 段階の方は翌

年度１ ～５ 段階に下がると 見込まれる。

所得の減少の度合い

などに応じ て、 保険

料 の 1 .2 割 ～ 8 .8 9

割を 減額（ 失業など

の事実のあっ た月か

ら 年度末まで適用）

全ての段階

災害により 被害を受けた方
風水害� 火災などによ り 住宅� 家財に著し い

被害を受けた方のう ち一定の方

被 害 の 程 度 に 応 じ

て、 保険料の３ 割か

ら 1 0 割を減免

刑事施設などに収監さ れた方 刑事施設などへの収監が２ か月をこ える場合
収監期間中の保険料

の全額を免除

①市民税の課さ れている 方に扶養さ れていない。

②市民税の課さ れている 方と 生計を 共にし ていない。

③資産など を 活用し ても なお、 生活が困窮し ている 状態と 認めら れる （ 預貯金額の場合、 世帯で 3 5 0 万円

以下（ 世帯員が２ 人以上の場合は、 ２ 人目から １ 人あたり 1 0 0 万円を 加算し た額以下））

④本人の属する 世帯の生計を 維持する 方が失業し た、 事業を 廃止・ 休止し た、 亡く なら れた、 心身に重大な

障害を 受けた、 長期入院し た等のいずれかに該当する 場合
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第 10 期介護保険事業計画策定スケジュール（予定） 

 

令和８年 

 

３月 

 大都市介護保険担当課長会議 

 ・第 10期計画に関する基本的考え方の提示 

 

７月 

 大都市介護保険担当課長会議 

 ・基本方針案の提示 

９月 

第１回企画・調査部会 

・計画案の検討 

11 月 

第１回介護保険専門分科会 

・計画案の検討 

12 月 

パブリックコメントの実施 

 

 

令和９年 

 

１月下旬 

第２回企画・調査部会 

・計画案の審議 

２月下旬 

第２回介護保険専門分科会 

・計画案の審議・確定 

２～３月 

介護保険条例の改正 

４月１日～ 

第 10 期介護保険事業計画開始 
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介護保険専門分科会 

令和７年度第２回企画・調査部会 議事要旨 

 

 日時   令和８年２月 25日（水）午後２時～午後４時 

 場所   神戸市役所１号館８階 大会議室 

 審議事項 ・第 10期介護保険事業計画の策定について 

 報告事項 ・第 10期介護保険事業計画策定に係る実態調査結果について 

      ・第９期介護保険事業計画の進捗状況 

      ・保険者機能強化推進交付金等（令和６年度） 

      ・総合事業サービスワーキンググループ報告 

 

【主な意見】 

審議事項 第 10期介護保険事業計画の策定について 

報告事項 第 10期介護保険事業計画策定に係る実態調査結果について 

     第９期介護保険事業計画の進捗状況 

 

・介護人材が不足している状況でサービスを継続して供給できているのか。 

 →全国的にも、おおよそ 60万人の介護人材が不足すると言われている。処遇改善、外国

人介護人材の確保、ICTの活用による職場環境の改善等、総合的に介護人材不足に対

して取り組んでいく必要があると考えている。 

 

・在宅高齢者実態調査 問 25「特別養護老人ホームに住み替えたり、入所する場合、食費、

居住費、介護費用も含めて毎月の支払額は、いくらくらいまでなら負担できるか」にお

いて、15万円未満の回答が多いことから、特別養護老人ホームのような費用が安く利用

しやすい施設を望んでいるように思う。神戸市として、施設整備の予定はどのように考

えているのか。 

 →第９期計画中に特別養護老人ホームや介護保険施設を約 1,400床ほど整備する予定で

あったが、既存施設においても空きが出ている状況であり、次期第 10期計画において

は、実態を踏まえ、整備計画を見直していく必要があると考えている。 

 

・特別養護老人ホームにおいて、入所者の空きが目立っていると聞くが、原因は分析して

いるのか。 

 →特定的な要因は把握できていないが、特別養護老人ホームだけでなく有料等の施設の

整備が進んでいることや、特別養護老人ホームでもユニット型が主流になり、サービ

ス付き高齢者住宅や有料老人ホームと費用が変わらなくなったことから特別養護老人

ホームを選ぶ人が少なくなったことが考えられる。 

 

・第９期計画で定めた特別養護老人ホームの整備目標について、実際にどれくらい増えた
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のか。 

 →概ね計画通り 450床程度。 

 

・特定施設の調査において、特定施設の指定を受けることを考えていない回答が圧倒的に

多かったが、理由を把握しているか。また、市として特定施設の指定を取るよう促す方

針はないのか。 

 →特定的な要因は把握していないが、特定施設は介護保険事業計画で整備数を決めてい

るため、指定を受けることはハードルが高く、今の運営を継続していると考えており、

市としても、指定を取るよう促す方針は取っていない。 

 

・第 10期計画の骨子案で医療・介護連携の強化という目標を新設されているが、医療・介

護の連携をシステム的に進めるために何か考えていることはあるか。 

 →国において、介護サービス利用者、居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）、介護事業

所、医療機関、市町村でデータを共有することができる介護情報基盤を構築している

ところ。神戸市では国の標準化システムを構築する必要があり、令和 12年１月に運用

を開始する予定。また、介護情報基盤の運用のスタートに向けて、ケアプランデータ

連携システムの導入を促進する周知を図っているところ。他都市の先行事例等を参考

に、皆さんと情報共有させていただきながら進めていきたいと考えている。 

 

・医療分野に強い等、質の高い介護人材の養成について、計画に反映する取り組みはある

のか。 

 →計画に反映する具体的な施策はこれからの議論になるが、医療・介護連携において、

人材というところは大事な要素であると考えている。 

 

・看護と介護で重なる部分でもあるが、処遇改善は進んでいるが、実感として待遇が良く

なったと思われていない。18歳の高校生等から選ばれる職業になるためには啓発が重要

になると思う。 

 →ご指摘のとおり、介護の仕事の魅力ややりがいがなかなか伝わっていないことは１つ

の課題と考えている。実際働いている方にインタビューをし、生の声をウェブサイト

に掲載する等、介護の仕事の魅力ややりがいを伝えていくことが重要と考えている。 

 

・ケアマネジャーに医療の知識が不足しており、医療機関としては必要のない訪問看護を

ケアプランに入れているケースが多いと感じる。医療と介護の連携には、介護関係者も

医療知識のレベルを上げる必要があると思う。神戸市としては、医療介護サポートセン

ター事業を実施しているが、そこでの情報交換を通して、医療、介護お互いの能力向上

を図っていく必要があると思っている。今後、現場での情報交換が必要になるため、第

10期計画の中でも情報連携に力を入れてほしい。 
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・介護人材の確保・育成・定着について、神戸市は ICTについて消極的なところがあるの

で、その点についても計画に含めていただきたい。 

 →ICTについて、導入できている施設とできていない施設の差がついてきていると感じ

ている。現場の状況を確認しながら、全体として改善できるよう検討していく。 

 

報告事項 保険者機能強化推進交付金等（令和６年度） 

 

・交付金の減点について、次年度の評価に向けて見直しは行っているのか。 

 →評価基準の見直しにおいて、どうして失点したか分析し、どのような取組が足りてい

ないのかをしっかり考えていく。 

 

報告事項 総合事業サービスワーキンググループ報告 

 

・要支援等の高齢者がサービス等の利用に至り（フレイル予防に取り組むこと）、高齢者の

自主性をどのように育てていくかが課題であり、それに対し総合事業を活かしていくこ

とが大事である。（総合事業のサービスについては、）高齢者が出掛けていくことで尊厳

が保たれることや、自分の意思が尊重される施設であるという観点でも推進をお願いし

たい。 
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令和６年度における保険者機能強化推進交付金等について 

 

１．概要 

  平成 29 年地域包括ケア強化法において、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた保

険者の取組や都道府県による保険者支援の取組が全国で実施されるように、PDCA サイ

クルによる取組が制度化された。 

  この一環として、自治体への財政的インセンティブとして、市町村や都道府県の様々

な取組の達成状況を評価できるよう客観的な指標を設定し、高齢者の自立支援、重度化

防止等に関する取組を推進するための保険者機能強化推進交付金を創設した。 

  令和２年度においては、介護予防の位置付けを高めるため、保険者機能強化推進交付

金に加え、介護保険保険者努力支援交付金（社会保障の充実分）が創設され、介護予防・

健康づくり等に資する取組を重点的に評価することにより配分基準のメリハリ付けが強

化された。 

 

 

２．評価指標 

 ○保険者機能強化推進交付金 

  Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする 

  Ⅱ 公正・公平な給付を行う体制を構築する 

  Ⅲ 介護人材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する 

  Ⅳ 高齢者がその状況に応じて可能な限り自立した日常生活を営む 

 ○介護保険保険者努力支援交付金 

Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する 

  Ⅱ 認知症総合支援を推進する 

  Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する 

  Ⅳ 高齢者がその状況に応じて可能な限り自立した日常生活を営む 

 

 

３．前回（令和５年度）からの主な変更点 

  令和６年度指標評価については、保険者機能強化推進交付金等が保険者機能強化に一

層資するものとなるよう主に以下の項目が大幅に見直されている。 

 ・保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金の役割分担の見直し 

 ・評価を行う保険者の負担にも配慮した評価指標の縮減 

 ・プロセス指標とアウトカム指標との関連性をより明確にするためのアウトプットや中

間アウトカムに関する評価指標の充実 
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３．本市の結果 

（１）得点  

  保険者機能強化推進交付金 【得点率 政令市８位】 

 目標Ⅰ 目標Ⅱ 目標Ⅲ 目標Ⅳ 
合計 得点率 

（ⅰ） （ⅱ） （ⅰ） （ⅱ） （ⅰ） （ⅱ） 成果（アウトカム）指標群 

項目数 16 ３ ９ ２ 10 ３ ５ 48  

点数 

（満点） 

62 

（64） 

15 

（36） 

66 

（68） 

12 

（32） 

52 

（64） 

15 

（36） 

60 

（100） 

282 

（400） 
70.5％ 

（ⅰ）体制・取組（プロセス）指標群 （ⅱ）活動（中間アウトカム・アウトプット）指標群 

※平成 30 年度：542 点（満点 612 点） 得点率 88.5％ 【政令市７位】 

  令和元年度：633 点（満点 692 点） 得点率 91.4％【政令市 1 位】 

    令和２年度：1307 点（満点 1575 点） 得点率 82.9％【政令市 1 位】 

令和３年度：1301 点（満点 1590 点） 得点率 81.8％【政令市 1 位】 

令和４年度：1059 点（満点 1375 点） 得点率 77.0％【政令市 2 位】 

令和５年度：1084 点（満点 1355 点） 得点率 80％【政令市２位】 

 

  介護保険保険者努力支援交付金 【得点率 政令市 12 位】 

 目標Ⅰ 目標Ⅱ 目標Ⅲ 目標Ⅳ 
合計 得点率 

（ⅰ） （ⅱ） （ⅰ） （ⅱ） （ⅰ） （ⅱ） 成果（アウトカム）指標群 

項目数 29 12 13 ３ 13 ４ ５ 79  

点数 

（満点） 

51 

（52） 

24 

（48） 

49 

（64） 

６ 

（36） 

53 

（68） 

14 

（32） 

60 

（100） 

257 

（400） 
64.3％ 

（ⅰ）体制・取組（プロセス）指標群 （ⅱ）活動（中間アウトカム・アウトプット）指標群 

※令和２年度：703 点（満点 870 点） 得点率 80.8％【政令市 1 位】 

令和３年度：703 点（満点 885 点） 得点率 79.4％【政令市 1 位】 

令和４年度：570 点（満点 730 点） 得点率 78.1％【政令市 1 位】 

令和５年度：655 点（満点 830 点） 得点率 78.9％【政令市１位】 

 

（２）交付額 

  （保険者機能強化推進交付金）  

    121,059 千円 （全国約 95 億円）  

 ※平成 30 年度：270,372 千円、令和元年度：294,089 千円、令和２年度：274,042 千円、

令和３年度：263,048 千円、令和４年度：270,551 千円、令和５年度：192,714 千円 

 

  （介護保険保険者努力支援交付金） 

    256,006 千円 （全国約 190 億円）  

※令和２年度：304,801 千円、令和３年度：288,180 千円、令和４年度 318,745 千円、 

 令和５年度：283,721 千円 



地域ケア会議について 

１．地域ケア会議の概要 

  地域ケア会議とは、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時に

進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた会議である。地域ケア会議には、①個別課題解

決機能、②ネットワーク構築機能、③地域課題発見機能、④地域づくり・資源開発機能、⑤政策形成機能と

いう５つの機能がある。神戸市では、平成 27 年度から地域包括支援センターおよび区に地域ケア

会議を設置している。区の地域ケア会議で出された意見・課題は市で集約し、市全体の取り組みに

つなげていく。また、平成 27年度から全区に協議体（※）を設置し、資源開発等において、地域

ケア会議と連動させてきた。（※協議体とは、生活支援･介護予防サービスの体制整備に向けて、地

域の住民や事業者・NPO 等の多様な主体が情報共有を行い、連携・協働による資源開発を推進する

会議を指す。） 

（参考）地域ケア会議参加者 

・介護支援専門員、介護サービス事業者、保健医療関係者（医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護師など）、

民生委員、住民組織、社会福祉協議会、ケースの当事者や家族（個別課題の場合）、その他必要に応じ、

警察、消防、金融機関、地元商店街等 

 

◇地域ケア会議開催実績（概ね小学校区で実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）全センターで開催予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響により数センターで開催中止となった 

  

２．センターレベルの地域ケア会議で検討した事項（令和６年度） 

・個別課題解決に向けた検討（認知症高齢者の金銭管理や身元保証について検討したケース／妄

想等の精神症状への対応が必要なケース／介護負担の大きく高齢者虐待リスクの高いケース／

障害福祉分野との連携が必要なケース等） 

・認知症・見守りに関すること（個別支援・見守り体制の構築に向けての話合い等） 

・災害時の対応を通して考える地域コミュニティとの連携やネットワーク形成 

・複合的課題を抱える世帯の支援に関すること（8050問題・ヤングケアラー等、気になる世帯を見

つけた際の相談窓口の周知・関係機関との連携やネットワーク形成） 

・介護予防に関すること（フレイル等の情報提供と、フレイル予防のための取り組みの検討） 

・つどいの場への支援に関すること（住民主体のつどいの場の立ち上げ支援） 

 

 

 
31 年度 

令和 2 

年度 
３年度 ４年度 ５年度 6 年度 

地域包括支援 

センター 

(全 76 センタ

ー) 

75 センター 

（※） 

71 センター 

（※） 

73 センター 

（※） 
75 センター 76 センター 76 センター 

247 回 145 回 172 回 203 回 197 回 175 回 

各区 

 
9 区 6 区 7 区 8 区 9 区 10 区 

資料８

１

219062
長方形



 

３．区地域ケア会議で検討中の事項（令和６年 4 月～令和７年 3 月末） 

  （１）認知症に関すること 

・認知症に対する地域社会の理解の促進と認知症高齢者の地域交流促進 

・認知症神戸モデル、認知症サポーター養成講座等、既存制度の周知活用 

・こどもや働く世代への認知症の啓発 

・認知症の人が安全に暮らすために〜外出編〜商業施設への認知症の方の未払いに関するセーフ

ティーネットや予防策の提案 

 

 （２）高齢者の見守りやつどいの場に関すること    

・地域における担い手不足について、こどもや働く世代への地域活動への参加促進 

・孤立を防ぐ見守りについて、既存ツールの活用や啓発 

・つどいの場の高齢化や担い手不足により継続が難しい 

・こどもや大学生を集いの場に出てきてもらいやすいような工夫としてスポーツやゲームを通し

てつながる機会を持つことへの提案 

 

 

４．政策への反映 

   ・認知症に関する課題については、認知症の人にやさしいまちづくり条例に基づく認知症施策の推

進につながった。 

   ・令和５年度よりひきこもり状態にある方や家族への相談支援、ヤングケアラー及び再犯防止を担

当する相談支援課を創設したことにより、複合的な課題（8050 問題やヤングケアラー等）を抱

える世帯に対して専門的な支援につながった。 

   ・令和６年度より健康局保健課が行う神戸市精神保健福祉・多職種アウトリーチ支援事業による区

保健福祉課の後方支援事業につながった。 

 

 

   

 

    

 

 

２


